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システム基盤技術検討会（第４回） 

 

１．日 時 平成２８年３月２日（水）１４：００～１６：３０ 

 

２．場 所 中央合同庁舎４号館 １１階 共用第１特別会議室 

 

３．出席者：（敬称略） 

［構成員］ 相田 仁（座長）、 田中 健一（副座長）、新井 紀子、岩野 和生、 

小川 紘一、桑名 栄二、佐々木 繁、島田 啓一郎、高原 勇、田中 克二、西 直樹、 

松原 仁、山足 公也 

 

［戦略的イノベーション創造プログラム（ＳＩＰ）］ 

重要インフラ等におけるサイバーセキュリティの確保 手塚 悟 サブプログラムディレクタ

ー（ＳＰＤ） 

 

［発表者］ 辻本 崇紀（経済産業省 国際電気標準課 総括基準認証推進官） 

 

［議 員］ 久間 和生 総合科学技術・イノベーション会議議員、 

小谷 元子 総合科学技術・イノベーション会議議員 

 

［関係機関］松田 昇剛 企画官（内閣官房ＩＴ総合戦略室）、 

阿蘇 隆之 参事官（内閣サイバーセキュリティセンター（ＮＩＳＣ））、 

小川 裕之 統括補佐（総務省 情報通信国際戦略局 技術政策課）、榎本 剛 参事官（文

部科学省 研究振興局 参事官（情報担当）付）、田中 邦典 室長（経済産業省 商務情報

政策局 情報通信機器課 デバイス産業戦略室）、岡田 武 課長（経済産業省 産業技術環

境局 研究開発課）、 

植村 忠之 室長（国土交通省 総合政策局 技術政策課 技術開発推進室） 

 

［事務局］ 中西 宏典 内閣府 官房審議官、中川 健朗 内閣府 官房審議官、 

松本 英三 内閣府 官房審議官、布施田 英生 内閣府 参事官 
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４．議 事 

（１）前回までの有識者ご意見 

（２）サイバーセキュリティの取組について 

（３）ＡＩＰ（Advanced Integrated Intelligence Platform Project）の取組について 

（４）標準化の取組について 

（５）共通基盤について 

（６）論点整理 

（７）その他 

 

５．配布資料 

［資料］ 

資料１：前回までの有識者ご意見抜粋 

資料２：「安全なＩｏＴシステムの創出」 

資料３：「人工知能／ビッグデータ／ＩｏＴサイバーセキュリティ統合プロジェクトに 

関する文部科学省の取組状況について」 

資料４：「社会システムの国際標準化について」 

資料５－１：ユースケースを通じた共通基盤の議論について 

資料５－２：ユースケースの共通基盤項目検討結果一覧 

資料５－３：有識者からのユースケース集計結果（提案価値を基準に再集計） 

資料６：システム基盤技術検討会論点整理（案） 

資料７：今後の予定について 

 

参考資料１：システム基盤技術検討会（第３回）議事録（案） 
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［机上配布のみ］ 

第５期科学技術基本計画 

科学技術イノベーション総合戦略２０１５ 

「基盤技術の推進の在り方に関する検討会」意見取りまとめ 

アクションプランヒアリング関連資料 

総合戦略２０１５並びに科学技術基本計画と対応する協議会、ＷＧ、検討会及び分科会一 

覧 

システム基盤技術検討会（第１回）資料一式 

システム基盤技術検討会（第２回）資料一式 

システム基盤技術検討会（第３回）資料一式 
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○相田座長 それではまだお見えになっていない方が２、３名いらっしゃいますけれども、定

刻になりましたので、システム基盤技術検討会の第４回会合を開催させていただきます。 

 本日は、お忙しい中、お集まりいただきましてありがとうございます。 

 まずは出席者及び資料の確認を事務局からお願いいたします。 

○事務局（布施田） 事務局でございます。本日は構成員総数１５名のうち１３名の方に御出

席いただいております。江崎構成員、土井構成員が御都合により御欠席でございます。 

 国立情報学研究所の新井先生には今回初めて御出席いただいております。御紹介させていた

だきます。 

 新井先生、よろしくお願いします。 

○新井構成員 どうぞよろしくお願いいたします。 

○事務局（布施田） また、ＳＩＰ重要インフラ等におけるサイバーセキュリティから手塚先

生にも御出席いただいております。 

 総合科学技術・イノベーション会議より久間議員と小谷議員が御出席でございます。 

 また、関係各省ということで、内閣官房、総務省、文部科学省、経済産業省、国土交通省の

方々にも御出席いただいております。 

 今回の議事の説明者といたしまして、経済産業省国際電気標準課辻本総括基準認証推進官に

も御出席いただいております。 

 辻本推進官はプレゼン、議論の後に御退席される予定でございます。 

 また、文部科学省の榎本参事官からも本日は説明を頂くことになっておりますが、榎本参事

官も議論の後に御退席される予定でございます。 

 続きまして、配布資料の確認をさせていただきます。 

 お手元の資料を御覧ください。座席表をとりまして、議事次第がございまして、資料１が前

回までの御意見の抜粋、資料２が内閣サイバーセキュリティセンター（ＮＩＳＣ）からのプレ

ゼン資料でございます。資料３が文部科学省からのプレゼン資料。資料４が標準化関係で経済

産業省からのプレゼン資料でございます。 

 資料５－１といたしまして、ユースケースを通じた共通基盤の議論についてがございます。

資料５－２で、Ａ３の紙でございますが、ユースケースの深掘り結果のまとめというものがご

ざいます。資料５－３、Ａ３の束になってございますが、ユースケースを取りまとめた資料が

ございます。また、資料６でございますが、この検討会の論点整理の案というものを付けてご

ざいます。資料７で今後の予定でございます。 
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 あと参考資料１で、前回議論の議事録案を配布させていただいております。 

 お手元左側には、前回でございますが第５期科学技術基本計画など机上資料を用意させてい

ただいております。机上資料の方は、会議終了後もそのまま机の上に置いていただきますよう

よろしくお願いいたします。 

 資料の過不足等ございましたら、事務局まで御連絡ください。以上でございます。 

○相田座長 資料の過不足等はございませんか。よろしゅうございますか。 

 本日の議事でございますけれども、お手元の議事次第を御覧いただきまして、１から７まで

挙がっておりますけれども、大きく三つのパートがございまして、まずはシステム間連携に関

連する関係省庁の取組状況ということでセキュリティ関係、それからＡＩＰ､それから標準化

ということで、２、３、４と御紹介いただくということを予定しております。 

 それから、続きまして、システム連携における共通基盤項目、課題を深掘りいただいたので、

その内容について具体的に議論するのが５のところでございます。 

 それから、この研究会のアウトプットであります総合戦略につなげていくための論点整理と

いうことで６を用意しているというのが大きく本日の議題でございます。 

 議題に先立ちまして、まず最初の１といたしまして、前回までの有識者御意見ということで

資料１にまとめていただいておりますので、事務局から説明をお願いいたします。 

○事務局（布施田） それでは、資料１を御覧ください。 

 めくっていただきまして、この資料はこれまでの御意見に前回の御意見を赤字、また今回準

備作業をしていく中で関係者から頂いた御意見を赤字で付け足しております。 

 まず、インターフェースの標準化、基盤整備、規制というところでいきますと、２ページ目

でございます。一番上から、政府や自治体の情報を機械可読化して、オープンなインターフェ

ースでアクセス可能な環境にする仕組みを作り、民間企業の総意工夫によるサービス創出を後

押しするべきではないか、という御意見を頂いております。 

 規制については、過度な規制はガラパゴス化して、国際競争力を低下させるとのことで、バ

ランスが重要であるという御意見がありました。 

 また、このようなシステム間連携の海外の先進的な基盤構築事例を我が国の取組とどう連携

するのか｡そのまま使えるものは使うとのことだと思いますが、そのような議論が必要だとの

ことでございます。 

 また、各企業の参入を容易にするため参入企業のビジネスコストを安くするためのこれまで

以上の標準化が重要であるという御意見を頂いております。 
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 続きまして、３ページ目でございます。下から二つ目でございます。レガシーのシステムと

新しいプラットフォームをどうつないでいくかとのことで、実証試験をして終わりにならない

ようにということを注意するべきという御意見を頂いております。 

 セキュリティ関係の方では、５ページで一つ追加でございます。自動車など様々なセンサで

様々なデータが取得できる。情報は出すことも得ることも可能なので、悪用されるモラルハザ

ードにも注意するべきという御意見を頂いております。 

 また、６ページで、データの活用の観点でございます。業界をまたいだデータ利用促進のた

めに、オープンなＡＩＰが重要ではないかとのこと。あと一番下でございますが、政府や自治

体が既に有しているデータを機械可読化できるような状態にして、そのデータを使いたい人が

使えるようにしておくことが重要ではないかという御意見を頂いております。 

 追加でいきますと８ページでございます。このようなプラットフォーム構築の推進体制のと

ころでございます。下から二つ目でございます。ユースケースの議論を通じて共通基盤や連携

の在り方を示して、そこに各省の施策がまとまってくる。そのような最適な方向に導くような

総合戦略ができると良いのではないかという御意見でございました。 

 また、一番下でございますが、様々な企業が連携協調できるための検証をするためにテスト

ベッドの取組も重要ではないかという御意見を頂いたところでございます。 

 新しく追加したコメントは以上でございます。 

○相田座長 自分の意図が曲がって伝わっているとか、そのような御指摘を頂く点はございま

すか。よろしゅうございますか。 

 それでは、次の議題に移らせていただきます。 

 先ほど申し上げましたように、ここからは３件ほど、各省庁の取組について御紹介いただく

とのことで、まずはサイバーセキュリティ関係の取組につきまして、サイバーセキュリティセ

ンターよりプレゼンをお願いいたします。 

○阿蘇参事官（ＮＩＳＣ） それでは、資料２について御説明いたします。 

 内閣サイバーセキュリティセンター（ＮＩＳＣ）の阿蘇でございます。 

 御議論いただいたとおり超スマート社会を実現するためにセキュリティの確保が重要となっ

てまいります。本日は、昨年９月に閣議決定いたしましたサイバーセキュリティ戦略の中で示

されております安全なＩｏＴシステムの創出について御説明させていただきます。 

 まず、１ページを御覧ください。このサイバーセキュリティ戦略は、サイバー空間に対する

我が国の方針や基本的な施策の方向性を示すものでございます。左の方に書いてございますけ
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れども、４．の目的達成のための施策のうちの一つが、経済社会の活力の向上及び持続的発展

でございます。 

 サイバー空間は無限の価値を産むフロンティアであり、セキュリティ対策は費用ではなく投

資であるとの認識のもと民間分野の積極的な投資を促し、サイバー空間の安全確保を図るとい

う観点から赤枠で囲ってございますように、安全なＩｏＴシステムの創出について記載してご

ざいます。 

 次に、２ページを御覧ください。その安全なＩｏＴシステムの創出では、①から④までござ

いますが、例えばセキュリティ・バイ・デザインの考え方を推進することなどについて示され

てございます。 

 それでは、３ページを御覧ください。具体的に説明してまいります。 

 戦略では、提供する機能やサービスを全うするという観点からリスクを分析し、総合的に判

断するという機能保証、任務保証の考え方に基づく取組が必要とされているところでございま

す。 

 例えば、デリバリーシステムを考えた場合には、その任務を安全かつ正確にモノを目的地に

届けると考えたといたします。この任務を達成するためには、輸送手段、配送システム、集積

場所などの設備、資産、すなわちモノとサービスを利用、提供することになりますけれども、

これらに何らかの不確かな障害が生じたときに、任務を達成できないというリスクが存在いた

します。 

 特に、あらゆるモノがネットワークに接続される社会ではサイバー、すなわちネットワーク

越しの悪意ある活動もモノやサービスに悪影響を与え、任務を全うできないという可能性が生

じてまいります。 

 このようなリスクを考えるに当たりまして、任務に照らしてプライオリティを付けて対処す

ることになりますけれども、サイバーセキュリティを考えるに当たりましても、パーツ、情報

システム単体で考えるのではなく、事業、つまり達成するべき任務全体に照らして判断するこ

とが必要になるという考え方が戦略に示されてございます。 

 続きまして、４ページを御覧ください。 

 ＩｏＴシステムが普及いたしますと、従来単なる機械だったものがチップ、ソフトウェアに

よって機能が充実されてまいります。これまでの日本の国際競争力の源泉の一つに品質や安全

ということが挙げられますけれども、このＩｏＴシステムになったとしても、その日本ブラン

ドは維持されなければならないものと考えております。 
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 すなわちセキュリティは、ビジネスにネガティブなものではなく、高いレベルでセキュリテ

ィ品質を実現することは企業価値や国際競争力の源泉になってくるという考え方を示してござ

います。 

 続きまして、５ページを御覧ください。ＩｏＴシステムの特徴といたしましては、設計から

背景までのライフサイクルが長かったり、処理能力に制限があったりするということが挙げら

れます。また、セキュリティの監視、パッチ適用・アップデートの仕組み、拡張性の考慮が必

要であったり、この会議でも御議論がありましたけれども、分からないものがシステムにつな

がるといった将来の不確実性が多いという点もございます。 

 このため例えばセキュリティ対策をしていない安価なハードウェア、不正プログラムを埋め

込んだＩＣチップなどへの対策。右下に書いてございますけれども、ハードウェアトロジャン

の検知も必要になってまいります。 

 また、ＩｏＴシステムの実現には多数の関係者が関与することとなりますので、サプライチ

ェーン全体で適切な対策が講じられることも求められます。しかし、後付けのセキュリティ対

策では、ＩｏＴシステムが本質的に安全にはならずに、むしろ事後対策のためのコストの大幅

な増加要因となってしまいます。このため、連携される既存システムを含めまして、ＩｏＴシ

ステム全体の企画、設計の段階からセキュリティの確保を盛り込むセキュリティ・バイ・デザ

インの考え方を各主体が採用することが極めて重要という考え方を示してございます。 

 続きまして、６ページを御覧ください。この会議でもシステムとデータについての御議論が

これまでございましたけれども、ＩｏＴシステムは、データの収集、分析を行って、そのデー

タを利活用することによって新たなサービスを実現するというシステムでございますけれども、

このＩｏＴシステムの機能をレイヤーごとに分解してみますと、センサやデバイスなどの機器､

それからネットワーク、プラットフォーム、サービスなど様々な要素についてセキュリティ確

保の在り方を検討する必要があることが分かります。 

 例えば、単に暗号化といいましても、機器のデータの暗号化、ネットワーク通信経路の暗号

化など、レイヤーごとに考える必要がございます。暗号という要素技術だけではなくＩｏＴシ

ステムのレイヤーを意識した技術開発が必要となってまいります。 

 また、ＩｏＴシステムでは各レイヤーに応じた最適なセキュリティ対策を行うのはもちろん、

更にそれぞれのレイヤーをデータが流れるわけですので、各レイヤー固有のセキュリティ対策

に加えまして、データの流通プラットフォームとしてデータの完全性確保、全てのレイヤーを

にらんだシステム全体のセキュリティ対策が必要となってまいります。 
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 続きまして、７ページを御覧ください。システムのリスクについてもこれまでこの会議で御

議論ございましたけれども、図の中央にありますとおり複数のセキュリティレベルの異なるサ

ービスが連携するケースを考えてみます。 

 ＩｏＴシステムの相互連携の際に、例えばあるセキュリティレベルの低いサービスがデータ

改ざんなどのサイバー攻撃の被害を受けまして、それがほかのシステムに波状的に拡大をした

り、ＩｏＴシステム全体が機能不全になるようなリスクの存在を無視することはできません。

このためＩｏＴシステム全体のリスク評価を行いまして、残存リスクを客観的に評価し、許容

範囲内に収めるという必要があるという考えも示してございます。 

 最後、８ページを御覧ください。以上、安全なＩｏＴシステムの創出について、セキュリテ

ィの品質の実現が企業価値の源泉になること、システム全体のセキュリティ確保が必要である

ことなどを御説明いたしました。これまでＮＩＳＣにおきましては、研究開発戦略専門調査会

におきまして、参考として添付しましたＩｏＴコンソーシアムやＳＩＰの課題「重要インフラ

等におけるサイバーセキュリティの確保」など関係府省の取組の情報を聴取しつつ、ＩｏＴシ

ステムのセキュリティについて、御議論いただいてきたところでございます。 

 引き続き第５期科学技術基本計画に記載されたとおり連携して取組を推進してまいりたいと

考えます。 

 ＮＩＳＣからの御説明は以上でございます。 

○相田座長 ありがとうございました。 

 御質問、御意見などをお願いしたいと思います。 

 まず、ＳＩＰの方から手塚先生に来ていただいておりますので何かコメントがあればお願い

したいと思います。 

○手塚 ただいま御指名を受けました手塚です。 

 ＳＩＰの方では、この資料で言いますと、１１ページでございます。ＰＤは情報セキュリテ

ィ大学院大学の後藤先生にしていただいておりまして、私がサブＰＤとのことで今現在この体

制になっております。 

 具体的には、考え方としてトラストアンカーというものをどこに求めるか。トラストチェー

ンをしていく中で、トラストアンカーをどこに求めるかというところが一番重要なポイントで

ございます。 

 今回は、具体的に東京オリンピックを目指しておりますので、それと重要インフラ、これは

通信、電力、鉄道､こういうところを中心に絞って、そこに対してトラストアンカーをどうい
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うふうに築いてトラストチェーンを作るかという取組の考え方でやっております。 

 具体的にはトラストアンカーに相当するのはやはりハードウェアに依存する。私どもＴＲＭ

と呼んでおりますが、そういうトラストなハードウェアを持ち、そこをアンカーとして、そこ

で動くプログラム、ソフトウェア、こういうものの信頼性を検知していって、安全な環境をつ

くり上げるというアプローチで今進めております。この絵がそれを示しているものでございま

す。 

 そういう中で、やはりサイバー空間ではヒト、モノ、コンテンツ、これらに対してどういう

ふうにトラストというものを見ていくかとのことで、なりすまし、これを防ぐということが非

常に大事です。特に、ここでは機器構成が出てまいりますので、モノの認証、これをきちんと

なりすましのない状態にするということです。 

 コンテンツという視点では、当然、なりすましという表現もありますが、そこのプログラム

のデータ、またそこから出る情報のデータ、こういうものの完全性、これをしっかりと押さえ

るという、大きくこの二つを中心に現在まとめているとのことで鋭意やっているということで、

ただいま御説明のありましたＮＩＳＣさんと一緒に今相談しながら動いているというところで

ございます。 

○相田座長 ほかに御質問、御意見等はございますか。 

○島田構成員 ＩｏＴにおいては、人の意思にかかわらず加害側になってしまう可能性があり

ます。言わば実社会で言うと放置自転車や捨てたゴミとか街角の落書きまでもが世界を攻撃す

る立場になってしまうリスクがあって、しかもそれが安全かどうかは時期がたつとまた技術や

インフラの進歩で変わる可能性もあります。実世界だと食品の消費期限がありますし、生物は

寿命がありますけれども、ＩｏＴの場合はそこが先ほどあったようにライフサイクルが長いと

いう課題があります。 

 こういったときに、持主若しくはメンテナンスの責任者という概念をどう捉えるかというの

はどのような議論をされているのか質問です。 

○相田座長 どちらかお答えをお願いします。 

○阿蘇参事官（ＮＩＳＣ） そのこと直接ではないかもしれませんけれども、昨日も研究開発

の専門調査会を開催いたしまして、ＩｏＴ固有のことといたしまして、不特定多数の者に製品

が渡ることを配慮した上でのセキュリティの考え方が必要ということがございました。 

 また、これはセキュリティのライフサイクルということでしょうか。資料５ページに、企画、

設計、開発、運用と書いてございますけれども、今、御指摘いただきましたように、状況の変
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化が生じてくるということでセキュリティを考えることが必要だということにつきましては御

議論いただいているところでございます。 

○相田座長 よろしゅうございますか。 

 ほかにいかがでしょうか。 

 少し私から。今のこととも関連するかもしれませんが、任務保証というのは、これはこれで

ある意味分かりやすいのですけれども、やはり任務をしている間に、情報漏えいを起こしては

いけないとか、４ページの方で言いますと、法令遵守、社会的受容、これが先ほど言いました

７ページとの関係で、どういったシステムであれば、どこまで守らなければいけないかという

のを決めるのはなかなか難しいのではないかと思います。そこら辺は何かどのように進めてい

かれますか。 

○阿蘇参事官（ＮＩＳＣ） 戦略に書いてございますような基本的な考え方について御議論し

ていただいたところでございます。具体的なものにつきましては、これから検討ということに

なると思いますけれども、例えば参考資料の９ページ、１０ページを御覧ください。 

 昨日の調査会でも御報告いただいたところですけれども、現在ＩｏＴ推進コンソーシアムの

中で、ＩｏＴセキュリティワーキンググループが設置されておりまして、そこで１０ページに

書いてございますとおり、ＩｏＴ機器等の設計・製造・構成・管理に求められるセキュリティ

のガイドライン、それからＩｏＴ機器の通信ネットワークへの接続に係るセキュリティガイド

ラインという具体について、今、検討が進められているところでございます。 

○相田座長 ほかにいかがでしょうか。 

○小川構成員 ８ページにまとめが整理されておりますけれども、これは日本の国内だけのル

ール作りでしょうか｡それとも海外もほぼ同じような考えで進んでいると考えてよろしいので

しょうか。 

○阿蘇参事官（ＮＩＳＣ） 今日の御説明は、サイバーセキュリティ戦略で書かれている考え

方、こちらの閣議決定にしたものについて示されたものを御説明させていただいたところでご

ざいます。 

 また、海外におきましても民間企業等を中心といたしまして、コンソーシアムの動きという

ものが進んでいるところでございます。そういったところで同様な考え方が示されているもの

と考えております。 

○相田座長 ほかにいかがでしょうか。 

○佐々木構成員 今のことに関連してですが、モノというのは固定したモノ、移動するモノと
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いうことだと思います。固定したモノは大体設置時に動かないので分かるのですけれども、移

動するモノということで言うと、国内だけではなくて海外まで行くモノがあります。あるいは

海外の部品を使うモノもあります。そういう部品管理の話にまでなると、かなりややこしい話

があって、その上にセキュリティをかぶせていかないといけない。ＩｏＴシステムの課題のと

ころでサプライチェーン全体での対策とか、ライフサイクルのマネジメントという話を言われ

ていましたが、海外まで結構大掛かりな話だと思うのですけれども、どこまで追求していくつ

もりなのかというのを教えてほしい。 

○阿蘇参事官（ＮＩＳＣ） 昨日も御議論いただいたところですけれども、まさに資料の５ペ

ージで書いてございますが、サプライチェーン全体で適切な対策が講じられることが求められ

るということで考え方を示してございます。 

 それで、昨日も日本国内だけで考えるのではなくて、例えば国際的な協力体制、あるいは国

際的な標準化の動きにも対応していくべきという御議論、御意見をちょうだいしたところでご

ざいます。また、関係者とともに取り組んでまいりたいと考えております。 

○相田座長 よろしゅうございますか。 

○佐々木構成員 多分、そのモノの把握があった上で、状態把握というか、アップデートマネ

ジメントがされているか、されてないかという脆弱性を見つけるポイントになると思う。モノ

のトレーサビリティとセキュリティはセットかと思うので、よろしくお願いします。 

○相田座長 ほかによろしゅうございますか。 

 それでは、次に進めさせていただきたいと思います。 

 続きまして、議題の３番目ですけれども、ＡＩＰの取組についてということで、文部科学省

の方からプレゼンをお願いいたします。 

○榎本参事官（文部科学省） 文部科学省情報参事官の榎本でございます。 

 お手元の資料３を御覧いただけますでしょうか。文部科学省のＡＩ関連施策に関しましては、

現在新年度に向けまして、まさに今現在進行形で作業に当たっているところでございます。今

日の時点では恐縮ながら現時点で御説明できる範囲で準備しているところでございます。御了

承ください。 

 ３点ございます。１点目は１ページを開けまして、文部科学省の中の施策の一体的運営の設

計に関して、今準備を進めております。１枚開けたところ、１ページ目で今回文部科学省の事

業の図がございます。右上にありますとおり、２８年度予算５４.５億となっていますが、中

ほどにありますとおり理化学研究所に新しいセンターを設ける、そしてＪＳＴの戦略的創造研
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究推進事業、これを一体的に実施するというふうにしているところでございます。 

 このうちの右側のＪＳＴの事業に関しましては、既存の事業といたしまして、ＣＲＥＳＴや

さきがけでビッグデータ利活用とか、ＡＩに関する事業も既にございます。この中で関連する

事業採択課題分がありますけれども、こうした既存の事業に関しましては、単に関連する事業

を載せておいたということではなく、今回、新規採択というのが１１．５億ありますけれども、

これと一体的な事業の運営、これを現在検討進めているところでございます。 

 したがいまして、単に既存予算と新規予算を合算しているというものではなく、加えまして

理研の新しいセンターとの一体的な運営ということをテーマといたまして現在調整を進めてい

るところでございます。 

 この理研の新しいセンターにおきましては、枠の中にローマ数字で大きく５点ございます。 

 次世代の基盤技術、サイエンスへの貢献、社会実装への貢献、倫理的・社会的課題への対応、

人材の育成でございます。こうした点に関しまして、現在準備を進めております。 

 ２ページ目では、昨年１２月にこちらの大規模評価の結果を頂いておりますので、こうした

ことを念頭に置きながら作業を進めています。 

 柱の２番目といたしまして、１枚開けました３ページでございます。様々なテーマや応用分

野との具体的な連携の設計、これも現在作業を進めているところでございます。 

 資料の３ページでは、中ほどに理研のセンターがございますけれども、その周囲には文部科

学省の既存事業でございますＣＯＩ、そしてイノベーションハブといった様々なコホートデー

タを初めといたしますビッグデータが生成されている事業がございます。こうしたところと次

世代のビッグデータ、ＡＩに関連する基盤技術の開発、これが連携した形で行われればという

ふうに思っているところでございます。 

 この事業の実施に当たりましては、４ページ、５ページでは、情報学研究所、そして統数研

の既存の取組などを御紹介しているところでございます。 

 ４ページのＮＩＩでは、右上に新井先生の東ロボくんもございますけれども、最近の報道で

すと４ページの中ほど右側ですけれども、ＮＩＩがＩＢＭとの提携によりましてコグニティ

ブ・イノベーションセンターを設ける。これによりまして、ワトソンの活用といったことも念

頭に置きながらの事業が始まろうとしています。 

 同様に５ページ、統数研におきましても、これも自然言語に関します画期的な研究開発を初

めといたします様々なテーマがございます。 

 文部科学省の事業に当たりましては、こうした大学や研究機関との密接な連携、事業設計も
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合わせて念頭に置きたく思っているところでございます。 

 お話の３点目といたしまして、６ページからの３省連携でございます。この週末にも新聞で

記事が出たところで、私も驚いたのでございますけれども、研究開発に関しまして、省の枠を

越えてしっかり連携していこうということでお話を進めております。 

 ６ページの図は昨年夏からある３省連携の図でございます。１枚開けていただきますと７ペ

ージのところで、現在３省の間での検討のテーマを挙げているところでございます。１番から

６番までございますとおり、１番ではまず相互の連携の推進、そして、２番目では様々な運用

に関します一体的な乗入れ、３点目は計算インフラ、人材育成等の個別のテーマの連携。 

 右側にまいりますと、海外も含めたアウトリーチ、知財戦略、標準化、事業化支援、こうい

ったことに関しまして、研究に関する連携もしつつ、産業界との具体的な接点をどう作るかと

いうことも含めて３省で話を進めているところでございます。 

 ８ページでは、こういった３省の連携に関連する最近の行事をリストアップしているところ

でございます。 

 ３省の中でも今回初めて今日御発表いたしますけれども、現在４月に３省の連携ＡＩシンポ

ジウムを開催することを相談中でございます。４月中に恐らくお台場の未来館を使いまして、

３省連携の姿、構想につきまして発表できるように相談を進めております。 

 また、新年度を待つまでもなく、２月、３月の間に関連する法人におきまして、ＡＩ等のイ

ベントもございます。例えば、左下、データシェアリングシンポジウム、これも今週月曜日に

ございました。こうした場にも、産総研の辻井先生をはじめ、こういった分野に関係します先

生方が出席されております。 

 また、３月３日に産総研とＮＥＤＯの国際シンポジウムがございますので、ここも３省の課

長が揃って出席いたしまして連携のお話をすることにしております。 

 また、３月１８日、これはＪＳＴのシンポジウムでございますが、ここでも３省から話をす

る場を設けるとしているところでございます。 

 年度内に様々な機会を捉えまして、連携をしていくという発信をしていきながら、新年度に

向けて３省の連携の調整を進めているところでございます。以上です。 

○相田座長 ３省連携の取組ということで、経済産業省、総務省さんからも一言ずつコメント

を頂ければと思います。まず、経済産業省さんからいかがでしょうか。 

○経済産業省（岡田課長） 経済産業省研究開発課の岡田と申します。先ほど、文部科学省の

榎本参事官から御説明いただきましたとおり３省連携が極めて大事だというふうに思っており
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ます。具体的には、文部科学省の先ほどの資料の７ページの３省合同で検討を進めている事項

で、実際にどう進めていくかということが大事でありまして、予算要求はそれぞれ別ではあり

ますけれども、３省横串で通します事業合同推進委員会、あと研究連携、産業連携ということ

を合同でやるということは、極めて最初から３省連携を前提とした体制ができているのかなと

いうふうに思っております。この連携は引き続き総合科学技術・イノベーション会議にも参画

を得ながら、実動的に動かしていきたいと考えております。以上です。 

○相田座長 総務省さんの方はいかがでしょうか。 

○総務省（小川総括補佐） 総務省技術政策課でございます。 

 文部科学省、経済産業省からただいま御説明がございましたとおり、総務省も含めまして３

省の連携の具体化に向けて現在調整を進めているところでございます。総務省としても、国立

研究開発法人情報通信研究機構で、人工知能関連の研究を以前から進めてきているところでご

ざいます。 

 このような成果も含めまして、３省の連携の具体化に向けて文部科学省、経済産業省と調整

を進めていきたいと思っております。 

○相田座長 ありがとうございました。 

 それでは、御質問、御意見がございましたら、お願いいたします。 

○松原構成員 ３省連携はもちろん組織としても是非やっていただきたいと思うし、やはり研

究者から見ても何とか先生は何とか省のＡＩ研究をやっていてというのは、やはり量的効果と

いうか、集まってやってこそだと思います。やはり今、アメリカとかのＡＩの会社が大きな成

果を出しているのはやはり優秀な研究者が集まってこそ出しているというので、日本でも是非

それを実現するためにも連携をお願いしたいと思います。 

 それに関連して、１ページで厳しい経済状況の中、予算として確保して進めていただきたい

と思いますけれども、やはりアメリカとかそれこそ名前を出すとＧｏｏｇｌｅとかの研究予算

というは、やはり桁が２桁くらい上です。Ｇｏｏｇｌｅにいたっては１兆とか兆のオーダーと

言われているので、別にそれを出すということではないと思いますけれども、こういう予算額

で集中して何かに対して成果を出さないと日本としてもやはり人工知能分野とかセキュリティ

の分野で世界に伍するような成果が出てくるのは難しいと思います。そういう集中という面に

ついてはどういうふうにお考えなのかをお聞かせいただければと思います。 

○榎本参事官（文部科学省） 御指摘ありがとうございます。 

 海外との比較がございましたけれども、例えばアメリカですとＮＳＦのコンピューターサイ
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エンス関連予算が大体２５０億ぐらいで、加えてＤＡＲＰＡ等もあるということで、大体３０

０億のオーダーぐらいかなと見ているところでございます。それに対しまして、３省合わせて

の予算規模では一定程度できるのではないかと思っています。 

 その中で、テーマの集中でございますけれども、ここはセンター長がおり、そこと文部科学

省に今回準備をしておりますガバニングボードというものを設けますけれども、そことのコミ

ュニケーションを図っていきながら、どの分野にどういう形でチームを編成し資源を投入する

かということは戦略的に準備をしていきたいと思っているところでございます。 

○久間議員 ３省連携は今のところはスムースに立ち上がりそうで、何よりだと思いますけれ

ども、なかなか運営するのは大変だと思います。 

 最も重要なところは、３省連携の司令塔、この司令塔とそれぞれ３省のセンター長とか実際

に現場を見るトップがいるわけです。それでこの司令塔とそのセンター長の役割とか権限、責

任、これを明確にしておかないと、多分崩壊します。その辺、どういうふうに今考えておられ

るか。 

○榎本参事官（文部科学省） 先ほど岡田課長からもお話がございましたけれども、事業合同

推進委員会を設けることを想定しています。そこの機能の具体化をどう図っていくかというこ

とは今、大きなテーマとして御相談しています。 

 そこの事業合同推進委員会の委員長、又は議長のような方に来ていただき、そこで３省のそ

れぞれの法人の事業の有機的な連携の絵姿を構想するべく、そして事業合同推進委員会の活動

をサポートできるような３省からの事務的な体制も含めたサポート等を準備したく思っており

ます。 

 御指摘、非常に重要な点と受け止めておりまして、引き続き相談をしてまいりたいと思って

おります。 

○小谷議員 全く同じ趣旨ですけれども、これは本当に大切な事業ですし、迅速に進めなけれ

ばいけないところと戦略的に進めなければいけないところと競争、協力いろいろあるかと思い

ます。 

 特に、センター長をやられる方は、ある程度自由裁量を持ってどんどん自分の目指すべき姿

を追求していかないといけないと思います。その辺りのガバニングボードや３省合同の形との

在り方をきちんと決めていただいて、ともかく時間との勝負というところもありますので、よ

ろしくお願いします。 

○相田座長 ほかにいかがでしょうか。 
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○島田構成員 産業界側としては、これが産業化に役立つというところを期待しておりますの

で、よろしくお願いいたします。 

 一つ質問がありまして、人材の確保や育成に関して、現状若しくは課題で何かあれば御説明

ください。 

○榎本参事官（文部科学省） 人材育成に関しましては、長期的な課題と即戦力の問題と二つ

あると思っています。 

 長期的な課題は、これは大学も含めた教育の課題とも関わってまいると思っておりますが、

私は、今日は文部科学省から来ておりますが、研究の担当でございますので、教育のことも念

頭に置きながら、というふうに思っておりますが、ここの場では即戦力という観点で先ほどの

理化学研究所のセンターの中の柱の５番目というところで、企業の方とお話をしておりますと

頻繁に話題になりますデータサイエンティストの育成、こういった点も大きなテーマと認識し

ております。 

 データサイエンティストに関しましても、量的にも質的にも不足していると言われがちでご

ざいますが、このセンターにおきましては、比較的上のレベルの方、データサイエンティスト

協会ですと棟梁レベルとか言ったりしますけれども、そういった上のレベルの方について、こ

ういったセンターの場を活用しながら、一定程度の規模を育成していきたいと思っております。 

 そうした育成のシステムが出来上がってまいりますと、レベルとして更にその上の方、そし

て更にすそ野も含めた広がりに関しましても人材育成で流れができるのではないかと思ってい

るところでございます。 

 また、研究者に関しましても、これも例えばかつてございましたさきがけ２１に代表されま

すような様々な研究者が輩出されました事業がございました。そうした事業の過去の成果、手

法等も参考にしていきながらこの事業を設計していきたいと思っております。 

○相田座長 ほかにいかがでしょうか。よろしゅうございますか。 

 それでは、また次に進めさせていただきたいと思います。 

 続きましては、標準化の取組について、経済産業省様の方からプレゼンをお願いします。 

○辻本推進官（経済産業省） 経済産業省の国際電気標準課の辻本と申します。 

 お手元の資料４に基づきまして、社会システムの国際標準化について御説明させていただき

ます。 

 １枚おめくりいただきまして、１ページ目でございます。社会システムに関する国際標準化

の状況ということで、今は、複数の分野におきまして、個々の製品とか技術の標準化だけでは
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なくて、市場構造そのものと呼べるような、ここではシステムと書いてございますけれども、

国際標準化の検討が行われております。 

 下の方に図で示しておりますけれども、スマートグリット、スマートマニファクチャリング、

ビッグデータ、ＡＡＬ（Active Assisted Living）、ＩｏＴそのものについても標準化が行わ

れているというような状況でございます。 

 ２ページ目は、スマートグリットの概念図でございます。これは経済産業省でいたるところ

で使っているような図を今少し持ってきております。 

 同じように、３ページ目、スマートマニファクチャリングの概念図でございまして、これも

工場同士がつながるというだけではなくて、中小企業、サプライチェーン全体をネットワーク

化しようというようなドイツの動きが第４次産業革命ということで世界に言われておりまして、

これも製造産業局を中心にやっている施策でございます。 

 ４ページ目が、ＣＰＳの概念図として、経済産業省の審議会の方で扱っている資料を今日は

持参をしております。 

 ５ページ目でございます。 

 社会システムの標準化で留意をすべき点ということでございますけれども、標準化の領域と

事業領域に分けて図で説明をしてございます。まず、標準化の領域で、標準化（規格作り）の

作業そのものは、対象や範囲を決めるというところから始まります。例えば、従来の単一の製

品や技術の標準化の場合は、対象や範囲というものは概ね限定されております。例えば電気自

動車の給電方式、チャデモとかコンボとか、いろいろございますけれども、こういったもので

すとか、太陽光発電モジュールの信頼性評価試験のようなものは、もう対象がカチッと決まっ

ておりますので、いきなり標準化の作業ができるというものでございますが、複数の技術や製

品を組み合わせた社会システムの標準化と言ってきた場合に、標準化の対象や範囲というもの

は非常に不明確になってきます。 

 先ほど、スマートグリッドの図で、２ページ目で申し上げたとおり、スマートグリッドは概

念図としてはこういうようなものがあるというふうに我々は捉えておりますけれども、例えば、

人によっては需要家側に寄ったスマートグリッドシステムを考える人もいれば、供給側のメガ

ソーラーや系統電力との調和を考えたスマートグリッドを考える方々もいらっしゃって、スマ

ートグリッドの標準化と言ったときに、どの分野を標準にするのかというところを、限定をし

ていく作業が必要になってくるということでございます。 

 それで、５ページ目の真ん中辺に黄色の四角で、ユースケースの検討というふうに書いてご
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ざいますけれども、これは詰まるところは、技術や製品の組合せを考えていって、標準化をす

るべき対象を限定をしていくという作業が必要になってくるというふうに思っております。こ

れは、例えば事業領域で申し上げても、ビジネスケースの検討、ユースケースの検討というふ

うに書いてございますけれども、どういうビジネスモデル、ビジネスケースを考えて世の中に

普及をさせていくのかということの検討と、多分これはイコールではないかというふうに私ど

もの方では考えております。 

 それで、ユースケースが決まってくると、標準化活動そのものは早く、自由に決められるデ

ファクト標準やフォーラム標準の策定から始まってくるというふうに思っておりまして、デフ

ァクトは、規格そのものがなくて、実態上、市場に広く普及をした製品や技術のことでござい

ますし、フォーラムというのは工業会とか団体が作った標準でございまして、ここで言ってい

るＩＥＣとかＩＳＯというのは公的機関が作るような標準でございますので、作るには３年と

か５年とか、かなりの時間が掛かってきますので、やっぱり標準化活動そのものはデファクト

とかフォーラムを作っていく活動から始まるのかなというふうにも思っております。 

 それで、事業領域のことで申し上げますと、ユースケースの検討をすると、やはり企業の方

は、ビジネスケースとかユースケースそのものを世界に普及をするというようなことが多分、

目的になってきまして、規格そのものを作るというよりも、早くお金を稼ぐというようなこと

を企業の方は考えているのではないかというふうに思っておりまして、まさにビジネスケース、

ユースケースそのものを世界に普及させようとすれば、標準化活動そのものを早く、自由に決

められるデファクトとかフォーラムを作って、世界に普及をさせていくという動きになってく

るのではないかなというふうに思っております。 

 それで、デジュール標準の動き、ＩＳＯとかＩＥＣの動きだけではなくて、デファクトとか

フォーラムにも日本の産業界の方々は積極的に取り組んで、最終的にはデジュール標準を皆さ

ん目指してございますので、デジュール標準の活動につなげていくことが大事ということで、

特に社会システムの分野では、この赤の四角で囲ってございますとおり、標準化戦略と事業戦

略というのを一体的に考えていくことが必要になってくるのではないかというふうに思ってお

ります。ともすれば、個別の製品や技術の標準化をされている方々は、物事を売っていくとい

うマインドは余りお持ちでない方々いらっしゃいますので、ただ、この分野でいうと、動きが

早くて、早く決めた者が世界にどんどん出ていって、市場を席巻していくという構造になって

ございますので、標準化戦略そのものは事業戦略と一体的に考えていただく必要があるのかな

というふうに思っております。 



- 20 - 

 ６ページ目でございますけれども、デジュール標準の動きを記載をしてございます。スマー

トグリッドもスマートマニュファクチャリングも高齢化対応もＩｏＴ／Ｂｉｇ Ｄａｔａも書

いてございますけれども、今は会議体そのものができていて、標準を決める方法論の議論を一

生懸命やっているところでございまして、まだシステム標準としての規格はそれぞれの分野で

一個も作られておりません。欧米はこの裏で戦略的にデファクトとかフォーラムの活動をやっ

ていて、そこでキーになる技術の標準化に取り掛かってきて、最後にこのデジュールのところ

に持ってくるというような戦略をとってございますので、日本の企業の方々もそういうような

戦略をとっていただくことが必要なのかなというふうにも思っております。 

 それで、７ページ目でございますけれども、スマートグリッドの事例でございますが、国際

標準化の方法ということで、これはＩＥＣの公式文書でもう世の中に出回っているものでござ

いますけれども、ここにもあるとおり、ビジネスケース、ユースケース、要求仕様、技術仕様

というような段階で標準を考えていくべきだということでございます。従来は、この一番下の

技術仕様、規格というところだけを考えておれば良かったのでございますけれども、システム

標準の場合は、このビジネスケース、ユースケースの検討を始めると。もうほぼここのところ

で勝負が決まってしまうような状況でございますので、ここを考えていくことが最も大事とい

うふうに思っております。 

 ８ページ目は、スマートグリッドのこれはアーキテクチャーモデルというふうに呼ばれてお

りますけれども、標準を考える上でのモデルでございまして、３次元構造になっておりまして、

それぞれのレイヤーごとに発電とか送電とか、それぞれ平面のところでプロットされてござい

ますけれども、それぞれの場面や場所がどこでどのような技術が必要なのかということを、こ

のそれぞれビジネスとか機能とか情報とか通信とかコンポーネントといったようなレイヤー構

造でプロットしていって、分析をするためのツールでございます。今、スマートグリッドの標

準化の議論は、この３次元アーキテクチャーモデルの上にユースケースをいっぱい考えていっ

て、どこの分野の標準があって、どこの分野の標準がなくて、どの分野の標準が必要なのかと

いうことをこの３次元のモデルを使って一生懸命、分析をしているというふうな状況でござい

ます。スマートマニュファクチャリングについても同じようなモデルを作って議論をするとい

うことが、既に決められてございます。 

 それで、９ページ目以降は、Ｂｉｇ ＤａｔａとＩｏＴの標準化の状況とスマートマニュフ

ァクチャリングの標準化の状況を今お示しをしてございますので、お時間があるときに御覧を

頂ければというふうに思っております。 
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 以上でございます。 

○相田座長 ありがとうございました。 

 それでは、この件につきまして御質問、御意見ございましたら、お願いしたいと思います。 

○田中（克）構成員 今、ビジネスケースが競争力を決める源泉になるということが最初にご

ざいましたけれども、正しくそうだろうなと考えていまして、片や日本は、既存の社会システ

ムとの調和というのを非常に図らなければならない。言い換えますと、定着させるのに時間が

掛かるという部分がございます。ですから、産業界として良く最近考えるようになったのは、

まず外でやろうかと。海外でやった上で日本に持ち込んできてもいいかということを考えるよ

うになってきておるかと思います。そういった状況においては、ここに５ページに書かれてお

ります標準化戦略と事業戦略と一体的に考えることが必要という、ここの部分につきましては、

この事業戦略が海外事業戦略であっても、是非、政府の方には御支援いただきたいというふう

に思いますので、是非よろしくお願いします。 

○相田座長 ありがとうございます。 

 この件についてどなたかコメントございますか。よろしゅうございますか。 

 では。はい。 

○小川構成員 御説明ありがとうございます。非常にバランス良く御説明いただきまして、理

解いたしました。今の御説明でありましたし、今の質問にありましたように、標準化というの

は規格を作ることが目的ではなくて、競争のルールを決めることですね。ですから、ビジネス

ケースあるいはユースケースが非常に重要で、今の御質問で海外でとおっしゃいましたけれど

も、やはり日本の中でこういうユースケース、ビジネスケースを早く決めて、それを実証する

場を早く作った方がいいのではないかと。といいますのは、海外のいろんなフォーラム標準と

かで、いろいろありますけれども、その場で日本の存在感が極めて少ないと言われていますの

で、これは非常にゆゆしきことです。一生懸命、行政側は非常に頑張っていると思うのですけ

れども、やっぱり日本の国内にも実証実験の場を早く作った方がいいのではないか、これが１

点でございます。 

 ２点目は、先ほどの内閣府のＮＩＳＣの方からございました任務保証の考えとか、もう一つ、

セキュリティ・バイ・デザインですか、こういうのって一種の国際標準にするということは非

常に重要ではないかと思っていまして、といいますのは、御存じのように、前に御質問ありま

したけれども、物がつながる社会になりますと、物というのはすぐ国境を越えますね。日本だ

けで閉じることはできないわけですので、やはり日本先導でこういうもののセキュリティ・バ
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イ・デザインのようなものもＩＳＯ規格にする。あるいは、ＩＥＣでもいいのですけれども。

そうしますと、ＷＴＯ／ＴＢＴ協定でＷＴＯの加盟国はみんなそれを遵守しなきゃいけないで

すね。これが日本の先導でやるということは、日本の競争力に極めて重要な意味を持つという

ことで、是非これを御検討をお願いしたいということです。 

○相田座長 何かただいまのことについてコメントございますか。 

○辻本推進官（経済産業省） 今の御指摘で非常に重要だなと思ったのは、実証実験をする場

というのは非常に大事だなというふうに私ども思っておりまして、スマートグリッドもスマー

トマニュファクチャリングも、政府の予算を使って経済産業省の中では28年度から実証事業に

取り組んでいくということも考えてございますので、是非、産業界の皆様と良く意見交換させ

ていただいて、実りが多い実証実験していきたいというふうに思っております。 

○相田座長 ほかにいかがでしょうか。岩野さん。 

○岩野構成員 説明ありがとうございます。非常に分かりやすく。 

 もう一つ質問なのですけれども、標準化と事業の裏のところに知財戦略というのが入ってな

いと、結局は負けてしまうところがあると思うのですけれども、それをどういうふうに折り合

わせていくのかという質問、もう一つは、小川先生がおっしゃられましたように、任務保証と

いうのはすごく大事な概念で、そこのところを任務あるいはサービスレベルの記述の仕方とい

うところを標準化して、記述の仕方、プロトコルを標準化していくというのはすごく大事だと

思います。そういう意味で、知財と絡めて少し議論をお願いしたいと思います。 

○相田座長 何かコメントございますか。 

○辻本推進官（経済産業省） 少し説明が不足をしていて大変申し訳ございません。５ページ

目の資料では、事業戦略と標準化戦略の一体化ということを書いてございますけれども、経済

産業省の中では２年前に官民標準化戦略というものを作りまして、その中で申し上げているの

は、研究開発戦略と事業戦略と標準化戦略と知財戦略と、この四つの分野の戦略を一体的に考

えていく必要があるということで、企業の方々にも知財や研究開発や事業の責任者がいらっし

ゃいますけれども、標準の分野でも責任者、私どもはチーフ・スタンダーダイゼーション・オ

フィサーというふうに言っていますけれども、そういう方々を任命をしていただいて、一体的

に会社の中で考えられるような体制を構築をしていただきたいということを、戦略の中に記載

をしてお願いをしているところでございますので、御指摘のとおり、知財戦略も非常に大事な

一つの要素だというふうに思っておりますので、我々はそれも意識をしながら政策を進めてい

きたいというふうに思っております。 
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○相田座長 ほかにいかがで─はい。 

○新井構成員 私は先ほど、海外での実証実験も認めてほしいという御意見は大変聞くべき御

意見だと思いました。先日、フランスの方でスタートアップを大企業が支援している状況等を

視察したときには、やはりパリバのような大銀行がブロックチェーンのような技術というのを

検討、物すごく投資をしているわけですけれども、ではどこでやるかというと、ヨーロッパで

やるというよりは、アフリカでやるとか、そういうことを念頭に置いて実証実験というような、

実証実験という言葉が正しいかどうかは分からないのですけれども、そういうようなことをさ

れて、感触を確かめているようなところがおありになる。 

 やはり日本でやろうと思うと、例えば、物の場合はまだいいのですけれども、サービスとい

うような場合においては、やはり日本の法律を満たしてやりましょうというようなことだと、

特区を作ってというようなことを考えても、やはりハードルが人工知能についてもＩＴについ

ても高過ぎる場合がしばしばあって、そこでは実証実験で終わってしまうことが度々あるよう

に思います。ですので、やはりこれから後は、ものづくりということももちろん大事なのです

けれども、それを超えてサービスということを考えますと、より、まだ例えば土地の登記も中

央集権的でないとか、そういうような会社法もないとか、そういうようなところも含めて、日

本は出ていくのだということを考えた場合は、そういうところも視野に入れてのサービス検討

というのはあってもいいのではないかなという気がいたしました。 

○相田座長 ほかにいかがでございましょうか。 

○桑名構成員 本会合は超スマート社会のサービスプラットフォームに必要な技術基盤や、社

会実装に向けた課題とかを検討しているという認識で、従前の会議からこの場において、デー

タの扱いというのは非常に何度も議論されてきていると思っています。今日、ここで標準化と

いう内容で述べられていますけれども、ＩｏＴ／Ｂｉｇ Ｄａｔａに関する国際標準の中で、

例えばｏｎｅＭ２Ｍにも触れて頂いておりますが、もう一方で、データに着目した場合、オー

プンなデータの動きというものがあると思っています。例えば、これまで世の中でも、メディ

ア、地理、政府、出版等の様々なＬｉｎｋｅｄ Ｏｐｅｎ Ｄａｔａがあり、それを利用して、

Ｇｏｏｇｌｅの知識グラフは生成されていますし、Ｌｉｎｋｅｄ Ｏｐｅｎ Ｄａｔａは自己

増殖をし、様々な場でて利用されていると考えます。こういう動きを認識しつつ、どのように

取り込んでいくのかということが必要じゃないかというふうに考えます。 

○相田座長 ほかにいかがでございましょうか。 

 じゃ、少し私から１点、先ほどの５ページのこの標準化戦略と事業戦略を一体的に考えるこ
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とが必要、あるいは海外でのということに関連してなのですけれども。それから、ちょうどス

マートグリッドの例が挙がっていましたけれども、消費者が安く買いたいとか、それから、で

きるだけもうけが出るように発電したいとか、そこら辺はこういう事業戦略ですぐ乗るのです

けれども、やっぱりスマートグリッドと言えば、いかに日本のＣＯ２排出減らしていくかとか、

もう少しかみ砕いて言えば、再エネどうやって入れていくかというのを、事業戦略としてここ

で標準化戦略の中で真剣に取り組んでくれる主体というのが、日本の場合にいるのかというの

が少し心配だなというところで、結構、海外だと、そういう省エネの、再生エネルギーの電気

を是非買いたいという消費者とかいたりして、それがビジネスに乗るのですけれども、日本だ

と、そういう国家施策みたいなのがうまくこの標準化戦略に還流していくのかというのは少し

心配な気がしなくもないのですけれども、そこら辺いかがでございましょうか。 

○辻本推進官（経済産業省） ６ページ目を御覧いただくと、スマートグリッドの国際標準化

の取組というふうに書いてございまして、国内の対応のところを御覧いただくと、2009年とか

2010年の段階では、資源エネルギー庁の方で次世代エネルギー社会システム協議会を作ったり

とか、今、ＮＥＤＯにスマートコミュニティ・アライアンスというものがあって、会員企業も

非常に多くて、活発に活動している団体ではあるのですけれども。ここで国家戦略とかロード

マップとかスマートハウス・ビルとか国際標準化ワーキンググループとかを作って、御議論さ

れていたと聞いてございますけれども、今、標準化そのものは日本工業標準調査会という、私

ども経済産業省が事務局をやっております審議会の中で分科会を作ってフォローアップをして

いるところでございます。 

○相田座長 ほかにいかがでございましょうか。 

 それでは、時間も少し押しておりますので、次に移らせていただきたいと思います。 

 では、続きまして、議題の（５）になりますけれども、共通基盤についてということで、前

回、議論させていただきましたけれども、ユースケースにつきまして、田中副座長に中心にな

っていただきまして深掘りいただいたということでございますので、資料５－１等に沿いまし

て、副座長の方からまずは御説明お願いいたします。 

○田中副座長 それでは、５－１について御説明します。仰せつかった私と、あと、有識者の

方の御協力も頂きまして、事務局と共々まとめた結果が資料５－１です。 

 まず、資料５－１の１ページを御覧いただきまして、経緯ですけれども、異なるシステム間

でどういうふうに連携をしていくかということで、どういう課題があるかとか、それから、シ

ステム連携をするためには、こういう基盤があると皆さんがその基盤の上に乗っかって、アプ
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リケーションが作りやすいというようなことを、ユースケースを設定して具体的に議論してい

きましょうというのがこの第１回目、第２回目辺りの内容でございました。 

 ということで、ここの構成員の方々、それから各戦略協議会の皆様に広くユースケースを募

集しまして、大体80件程度出てきました。それをまとめましたのが前回お配りした、資料５－

３という形でお見せをしております。こういう形で非常にたくさん御協力いただきまして、ど

うもありがとうございました。 

 その後、集められたユースケースの中から、もしこれができると、本当にビジネスモデルが

成立しそうなので、将来、役に立つということをまず検証してみましょうということを事務局

とともに進めまして、その結果、まとまった、いけそうというのですか、ビジネスモデルが成

立しそうなものに関しましてこれから深掘りをしていこうということで、今日はその内容につ

きまして、後ほど資料５－２を使って御説明をします。 

 全体のスケジュールとしましては、今回、第４回目ということで、３月２日ということで、

ユースケースをまたぐ共通的な事項の抽出、それからプラットフォーム構築に必要となる技術

的な課題、それから社会実装に向けた課題、それとあと、それに対しての留意事項を資料５－

２という形でまとめてございます。本日御議論いただきたい内容は、ユースケースそのものは

深掘りするに足りる基盤をまず見つけるというためのツールとして使っておりますので、ユー

スケースそのものが非常にいいとか、もう少しこうしたらいいというような内容をここで議論

していただくのではなくて、資料５－２でまとまった五つの基盤に対して、もう少しこういう

ところを検討した方がいいとか、こういう形で肉付けしてはどうかということに関しまして御

議論いただきたいと思います。 

 具体的な項目としましては、まず誰がどのように運営していくべきか。それから、基盤の抽

出は十分になされているか。ほかに、例えば、今回五つですけれども、６番目として新たな基

盤はないのかとかですね。それから、それを基盤を実現するためにはどういう技術的な課題が

あって、どういうことも検討していかないといけないのか。それから、時期ですね。仮に基盤

が社会実装されたときに、どうやってそれを評価して、役に立っているかということを確認し

ていくかという、そういう方法論についても御議論いただければいいかと思います。 

 ２ページを御覧いただきたいと思います。 

 前回お話ししたユースケースの部分につきましてはこの左の部分に相当しまして、１番の創

出される価値から７番のコスト構造まで、まずこれを仮想的に埋めてみて、ビジネスモデルが

まず成立するかということを確認すると。それが３ページから以降、五つのケースについて書
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かれていますので、これは後ほど簡単に１例挙げて御説明をします。 

 今回、主に行った作業としましては、右側の部分です。ユースケースを深掘りするというこ

とで、基盤として検討するに足りるものに対しまして、ここに書いています、右側ですね、１

番のコアシステム間でやりとりされる情報から６番の社会実装までに取り組むべき課題という

ことにつきまして、資料としてまとめてございます。ここで選定、それから深掘りしたユース

ケース５例というのは、２ページの下の方に書かれていますローマ数字のⅠからⅤ番に相当す

るものです。 

 それでは、一つ簡単に、これは前回、１回目から良く出てきます地図について御説明をした

いと思います。ページ６を御覧いただきたいと思います。 

 このまとめ方ですが、ビジネスモデル・キャンバスと呼ばれていまして、良くビジネスモデ

ルをビジュアライズして、抜けがないかというのを確認するために良く使われている方法論で

す。ただ、これ自体は、企業としてどういうふうにビジネスを回していくかということを念頭

に表が作られていますので、今回は若干、各箱の中身をこちらがやりやすいように変えており

ます。それが赤の部分で書かれたところが書き換えられた部分です。 

 まず、真ん中のＶＰですが、これはオリジナルで価値はということで、別に製品のハードウ

ェアでもいいのですけれども、今回はサービスということで、サービスに特化した価値をこの

部分に書いていこうということです。 

 それから、左端のＫＰ、これはキーパートナーということで、本来でしたら連携する相手方

を書くのですが、ここではプレーヤーということで、誰がやるかという部分を書くためにここ

の箱を使っております。 

 それから、その下、Ｃ＄ですが、コスト構造ということですけれども、これは具体的に実際

に掛かるコストをここに書くのですが、ここでは基盤を作るために、課題を解決するために掛

かるコストと読み替えて、ここの部分を埋め込んでおります。 

 それから、その右側、Ｒ＄ですが、この部分はどこからお金を持ってきて、どういうふうに

して利益を上げるかという部分を本来は記載するのですが、ここでは価値がどういうふうに流

れていくかという、その価値の流れという観点で書いてございます。例えば、真ん中の価値の

部分からこれは始まるのですけれども、例えば自動運転サービスというような価値が提供され

るとすると、それを受け取るのが右端の顧客セグメントのＣＳのところに存在する人たちです。

例えば、自動運転サービスに対して個人が価値を受け取るとすると、恐らくそれは交通死傷者

ゼロというような価値を受け取るができるだろうというようなふうに読んでいただければいい
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かと思います。例えば、異常検知通知サービスという価値が実現されると、例えば国が自治体

という形で顧客として存在すると、インフラの維持管理に役立つ情報が得られるという、こう

いう形で読んでいただきまして、例えばそれによって、価値の流れというところで、管理コス

トの削減というものが実際の利益として、そういうステークホルダーの方に役に立つというよ

うな形で読んでいただければいいかと思います。 

 残りの部分の箱ですけれども、ＫＡというのはキーアクティビティということで、それをや

るためにどういう活動をしないといけないのか。 

 それから、その下のＫＲというのがリソースで、実はこの部分がプラットフォームの基盤に

相当します。ですから、こういう全体のビジネスモデルを回すときに、ＫＲに書かれているも

のを基盤として提供してあげると、このＶＰからＣＳに対して必要な価値が提供できるという

ようなふうに読み取ることができます。 

 こういう視点で、御提案いただきました80テーマをスクリーニングしまして、 終的にまと

め上げましたのがこの五つのシートの結果です。それぞれ多分、ビジネスモデルとして成り立

ちそうだなということで、具体的にそれでは先ほどの２ページの右側の部分に対して深掘りを

したというのが資料５－２に相当します。 

 それでは、資料５－２を御説明をします。 

 資料５－２ですが、これは行方向、横に５行ございますが、これがそれぞれの基盤に相当し

ます。一番上がヒト・モノの位置情報基盤、それから二つ目が地球環境情報の基盤、三つ目が

データ流通の基盤、四つ目が三次元地図の基盤、それから一番下の五つ目が映像情報の基盤と

いう、こういう形で整理をしてみました。それぞれのところに対しまして、具体的にどういう

項目を検討しないといけないかというのが、先ほどの１から６に書いていますが、これが縦の

列に相当しています。共通基盤検討項目１から６の部分というふうに御覧いただきまして、例

えば、データ流通基盤で、国際競争力向上のための標準化すべき協調領域は何かということに

対しては、そのクロスした箱の中に、例えば組立てメーカー間の調達、配送データの交換の仕

様を協調領域として決めればどうかというふうな形で読んでいただければいいかと思います。 

 これはかなり量も多いので、個々の説明は今回は省きますが、ただ、これは縦方向に見て、

この五つの基盤に対して共通的に認識できる項目があるかということで、下の赤字の部分、青

の矢印の下に書かれていますが、これが各五つの今回取り上げた基盤の中で、それぞれの項目

で共通して存在する、いわゆる特性というのですか、特徴ということでまとめてございます。 

 一つ目のコアシステム間でやりとりされる情報、共有データ、また、そのデータの共有及び



- 28 - 

交換方法については、やはり位置の情報、それから時刻の情報をひも付けたデータが共通する

基盤として考えられるというようなものが共通点として挙げられると。さらに、ここでは特に

重要なのが、データは既に各ところにたくさんありますので、それを１カ所にまとめて一つの

大きなシステムとして提供するというのはほとんど実現不可能ですので、データが論理的に一

つに見えるようにしてユーザーに提供していくことが、実現のためには重要ではないかなとい

うことが、この項目１に対する今回の考察になります。 

 二つ目ですが、共通基盤検討項目２ということで、協調領域をどうしていくかということで

すが、やはりキラーアプリ／サービスを意識したオープン／クローズ戦略及び分野に応じて標

準化を進めるべき領域を明確にしていくという、先ほどと同じような議論になるのですが、た

だ、分野によりましては、先ほどもございましたように、デファクト・フォーラムで早く標準

化に近いものを作っていくというようなものも必要になってきますし、 近ですと、特に適度

な標準化、緩やかな標準化ということを割と耳にしております。ＳＩＰの自動走行なんかでも

こういうことを言われていまして、余りガチガチに標準化をしてしまうと、かえって拡大の妨

げになるのではないかなという議論もあるかというふうに思います。 

 それから、三つ目、共通基盤項目の３ですが、求められるセキュリティレベルとその対応と

いうことにつきましては、やはりこれも本日冒頭でプレゼンございましたように、ＩｏＴの完

全性、真正性に加えて、複数のＩｏＴが互いの認証を行う仕組みということで、１カ所でまと

めてやるのではなくて、例えば先ほどもありましたブロックチェーンのようなものも使って、

個々にＩｏＴシステム同士が認証するような仕組みも作っていかないと、やはり社会実装は難

しいのではないかなということがここの結論として出てきております。また、そのデータの通

信経路の安全確認、それから情報の信憑性を確保する取組も必要ということで、さらに、個人

情報というのもかなりこの中には含まれますので、個人情報保護法の観点からの配慮も必要と

いうことでございます。 

 四つ目ですが、プラットフォームを整備していく体制ということです。これは当然、様々な

関係者が集まって、データを利活用する推進体制を作っていくことは必要になってまいります。

特に分野をまたがって連携する場合に、誰がその分野を調整するのかというような辺り、それ

とあと、標準化を誰が推進していくのかという主体がどうしても必要になってくるのですが、

やはりこれにつきましては、全体を俯瞰できる国家レベルの議論若しくは体制が必要ではない

かなということが考察として出ております。 

 それから、五つ目、社会実装までに整備すべき制度ということですが、やはりこれはデータ
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を流通しやすいような環境、それから制度を作っていくということが一番大事かというふうに

思います。 

 後に６番ですが、社会実装までに取り組むべき課題ということで、やはりこれ、データを

皆さんに使っていただくということで、個人としては不安な面もあるかと思いますので、ユー

ザーの受容性、それからユースケースでどれぐらい社会的な効果が得られるのかというものも

正しく評価していかないといけないということで、やはりどれぐらいの価値というものを定量

的に計測するシステムないし手法、それを考えていくのが重要ではないかなということが６番

に対しての考察の点になってございます。 

 私の方からは以上です。 

○相田座長 ありがとうございました。大変な作業を行っていただきまして、ありがとうござ

いました。 

 それでは、今回、深掘りいただきました内容につきまして、御質問、御意見、お願いしたい

と思います。 

○山足構成員 どうもありがとうございました。非常に分かりやすい表だったと思います。 

 データに関しましては、やはり位置情報とか時刻情報、あと、誰のものかという情報と、そ

れと、あと、それの信憑性というのですか、それはセキュリティに関係するのかもしれません

けれども、そういったものが重要になるのかなと。そういったものを担保するようなデータ基

盤といったものが必要になるのではないかなと少し思いました。 

○桑名構成員 同じくデータのところなのですけれども、共通基盤項目１のところから導出さ

れている話ですけれども、ここに書かれているとおり、同じデータを指しているだとか、若し

くは似たようなデータを指しているのだけれども、実は異なる情報として存在するというケー

スが実運用では想定されます。そうすると、当然のごとく、分散しているデータから意味的な

ものを統合する考え方ですとか、あとは、オブジェクト自体が同じものであるということを同

定していくという、そういうような技術についてもこの共通基盤の中の検討項目１として非常

に今後重要になってくると考えます。 

○相田座長 ありがとうございます。 

○田中副座長 今、まさにおっしゃったとおりで、多分、同じものを指しても、会社ごとに名

前が違うとかいうのは良く連携するときに聞く話だと思います。非常に重要だと思います。 

○桑名構成員 地図にしても、実は測定した人によって緯度経度が若干微妙に違っていたりだ

とか、あと、時間によって引っ越しをしていて、例えば会社の住所が古いデータになっていて、
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実は別の住所になっているだとか、あと、地名自体が変わっているなどの例もありますし、別

の面から見ると、データ自体は異なるが、意味的に考えると実は同じものだよねというのもあ

りまして、そういうものを統合していくような技術基盤というのもこの上に必要になってくる

のではないかと考えます。 

○相田座長 では、小川先生。 

○小川構成員 少し参考までに。先ほど、意味的に同じでも異なる表現とおっしゃいましたね。

これはドイツの例ですけれども、人工知能を使って、それは同じ意味だということを認識させ

るような、こんなことをかなりやっておりますね。 

○岩野構成員 この共通基盤、すごく重要だと思うのですけれども、もう一つ、この会で、サ

ービスプラットフォームの機能ということを考えると、各々の共通基盤とここで共通に切り出

せるモジュールというもの、ほかの共通基盤と共通基盤を合わせていくときに、お互いに利用

し合えるモジュールというものを少し意識して整理すると、今後、インテグレーションという

意味ですごくいいのではないかと思いました。 

○相田座長 ありがとうございます。 

 ほかにいかがでございましょうか。 

○佐々木構成員 このダッシュボード（ビジネスモデル・キャンパス）みたいな整理の仕方、

すごく分かりやすくていいなと感じました。その中で、社会実装後の評価方法はというような

課題が残ったと思うのですけれども、このダッシュボードの中で、プレーヤーとかカスタマー

とかステークホルダーとかっていうのが書いてあれば、それぞれに多分、評価関数などが異な

ってくるのだろうなと思います。だから、全体で一つのＫＰＩ（キー・パフォーマンス・イン

ディケーター）ではなくて、個々のプレーヤーとか顧客ごとに評価方法というのは設定できる

ような気もするのですけれども、どうでしょう。 

○田中副座長 まさにおっしゃるとおりで、多分、システムとしては顧客セグメントに属して

いる人がどれだけその価値を獲得できるかというのが、基盤としてのアウトプットかと思いま

すし、運営している人から見ると、Ｃ＄、どれぐらいのコストが掛かっているかという辺りが、

定量的な目標としては非常にいいかと思います。少し外れるのですが、これはもともとビジネ

スモデルを検討するためのチャートで、実は企業だと収益を上げるというのが一番の目的で、

それは正にＲ＄のところに、お金がどこから戻ってきて、どれぐらいコストに引いて残るのか

という辺りを計算するものを実はここに書く内容になっていまして、少し今回、国の施策を考

えるということで若干修正していますので、先ほど言いましたように、ＣＳのところに属する
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人が何を得られるかというのと、Ｃ＄のところでそれの維持にどれだけコストが掛かるかとい

う辺りが、ＫＰＩに相当する部分なのかなと思います。 

○高原構成員 そういう意味では、今の田中さんの言葉に加えまして、６ページのところであ

りました地図基盤とＩｏＴ情報について言うと、こういったものの基盤ができたことの評価、

そしてその出口というのは、やはり社会的な計測につながっているものだと考えています。こ

こでいうと、社会的計測の一つの指標になり得るのが、交通死傷者がゼロであったり、日本の

渋滞発生率が解消される、あるいは省エネといったようなところになるかと思います。 

 加えて、今回、五つのこういった社会サービスの創出等のケースがあったかと思うのですが、

エネルギーに関してもこういったことを明示できるようなユースケースを是非考えていきたい

なと思っております。御提案したいと思います。 

○田中副座長 例えば、高原さんから見て、この三次元地図基盤の中でエネルギーというのは、

多分、車メーカーさんだったらすぐに想像されると思うのですけれども、差し支えがない範囲

で少しコメントを頂ければいいかなと。 

○高原構成員 そういう意味では、もともとのエネルギーリソースのところの水素や蓄電池で

すとか、そういったところからもありますし、実際にサービスで使い終わった後に、日本の中

の渋滞がこれだけ解消できたらエネルギーが回収できたと、そういうようなこともあるかと思

う。省エネというスタンスと両方あるかと思いますが、そういったところを是非明示して、し

かも社会的な計測ができるようなことになっていくといいと思っています。 

○相田座長 ありがとうございます。去年まではＩＣＴ基盤と言っていたのですけれども、今

年はシステム基盤技術だから、エネルギーも管轄内なのでしょうかね。 

○久間議員 もちろんです。 

○相田座長 そうですと、やらなきゃいけなくなりますけれども。 

○久間議員 特に第５期基本計画では、エネルギーとそれからものづくりと自動走行、これが

三つのコアシステムというふうに位置付けていますので、重要なシステムですね。 

○相田座長 ほかに。では。 

○新井構成員 すみません。初めて参加したので十分に今までの御議論を理解してない点はど

うか御容赦ください。田中先生がこういうふうに精緻に整理していただいたのは大変有り難い

ことだと思うのですけれども、このデータを吐き出させるところといったら変なのですけれど

も、これって結構、うまくいかせるためには、90％とか何十％とかっていうような感じでデー

タを網羅的に吐き出させないと、 後まで話がつながらない話だと思うのですけれども、実は
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そこが極めて難しいと私は思っております。 

 私、実は大学の研究者に研究業績をご提供いただくという事業をずっと情報課の下でＪＳＴ

と連携して一緒にやっているのですけれども、いつまでたっても業績を公開しない方、そのデ

ータをメンテナンスしない大学、というのが相当数に上ります。大学教員や大学でもそうであ

るのに、中小企業や農業の担い手であるような個人が、例えば「日本のCO2削減」のような、

遠い目標のためにデータを出してくださるのか。その点、インセンティブの設計についてどう

見込を立てておいでですか？ 

○相田座長 いかがでしょうか。 

○田中副座長 まさにおっしゃったとおりで、結局、自分に対して何かインセンティブが働か

ないと自ら動かないというのは、多分、人間の宿命だと思うのですね。それで、まずここで考

えていますのは、例えば一つは、国が持っているような情報を、例えば地図の基盤ですとか気

象のデータ等は国が保管していますので、これは多分、それなりにやれば、出していただける

かなと思っています。それから、例えば個人の情報でも、例えばＳｕｉｃａの情報は各鉄道の

会社の方が持たれているので、これは匿名化すると企業が使ってもいいというふうに、個人情

報保護法が変わるというか、変わったそうなので、多分、これに対しては使えると思うのです

ね。残るのは、本当に個人がプライベートとして持っている情報をどうやって引っ張ってくる

かということで、これはかなり難しいと思います。 

 ただ、特に 近、スマホですと食べログとかそういう形で、自分の情報はあらかじめオープ

ンにしてもいいと言われる方が、余り障壁がなくなってきているかと思うのですね。当然、そ

れ、ＩＤとひも付けられているので、実は誰がというところまでは分かっていると思うのです

ね。やっぱりそこら辺のところから、使う人に対してインセンティブが働くところは出してい

ただくというものをまずは考えていくのかなと。 

 それから、例えば位置の情報が分かると、例えば、今、仮にここで非常に大きな地震が起き

て、この建物の中に取り残されたという状況を考えると、自分の位置を上げている人は、建物

の中で自分は取り残されているというのを知ることができるのですね、外にいる人については。

そういう意味でいうと、出したくない方は出さなくてもいいのですけれども、例えば、将来の

そういう何かイベントが起こった際の保険のために出しておくというのは、これからあり得る

のじゃないかなというふうに私は思っています。 

 ですから、そういう強制するのではなくて、自ら何かを、例えば位置情報を出しておいて、

万が一のときにはそれを使ってもらってもいいというようなドナー制度というのですかね、あ
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あいうような形で個人の情報を出していけば、少しずつではあるとは思うのですけれども、全

体のシステムがよりデータがリッチになってくるのではないかなというふうに考えています。 

○新井構成員 今おっしゃった見込みなのですけれども、たとえば自発的なデータ提供が数パ

ーセントにとどまったとします。すると、それをパラメータとして予測を立てたとしても、リ

アルな状況とものすごくかい離があるわけですよね。それでビジネス活用できるのか、あるい

はいざというときに信頼できるデータになりうるのか。。あとは、本当にインセンティブが埋

められるのかというところ、だから、そこを全部を動かすためには物すごい重要な話ですよね。

そこは見込みをかなりきちんと立てないと、全体が絵に描いた餅になる可能性はある。 

 もう一つなのですけれども、公的な情報であれば結構出てくるのではないかというふうにお

っしゃったのですけれども、その見込みも実は危ないのではと思っている理由がございます。

一つは、私は一昨年から少し手掛けているのですけれども、実は、文部科学省は学校の学校名、

場所、電話番号の三つ組みのデジタルデータをお持ちでないです。東日本大震災の際に、私は

そのことに気付いて愕然としました。それで、災害や新型インフルエンザ対応のためにもぜひ

ともそのデータはすぐ検索可能なようにデジタル化し、リアルタイムで更新されなければなら

ない、とこの数年説得を続けてきました。でも、まだ実現できていない。実は、その学校が既

に耐震補強がなされているかなされてないかというのは、また別の課が持っていたりするわけ

ですね。だから、それは合わせたデータになっていない。しかも、省としては間接行政なので

統計データしか持ってなくて、生データは持っていない。生データを吐き出させようとすると、

市町村に頼まなきゃいけないので、それを管理ができない。 

 そういうようなことで考えると、道路も国道は持っているかもしれないけれども、市町村が

管理しているものは持ってないに違いないとか、あるいは、空港に本日、例えば上海から何人

来ているかというデータというのは、統計データとして３か月後に出ますけれども、本日持っ

ているはずなのにそれが出てこない。だから、観光サービスに使えない。そういうような国の

データが物すごくあるわけですね。まずはそこをやったらどうかという気がすごくするのです

よ。本当にもしも公的データがきちんと出てくるのであれば、先ほど桑名さんがおっしゃった

ように、それをリンクト・オープン・データにして、ＸＭＬの規格を伝えて、それは地域分散

でもいいから出させるということができるのかというところから見ないと、本当にこういうも

っと大変な個人レベルのものが出てくるのかというのは、見込みが立たないように私、感じる

のですけれども。大変失礼な物言いだったら、申し訳ありません。 

○相田座長 関連して、私からももしあれだったら後から聞こうと思っていたのですけれども、
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この共通基盤検討項目５のところでデータが流通しやすい制度という、この制度がそういう強

制的な、法律的な制度みたいなのか、こういう非常に魅力的なインセンティブみたいなことを

言っているのか、何かここら辺もう少し具体的なイメージというのはございますか。 

○田中副座長 まず、新井先生の御指摘、まさにおっしゃるとおりだと思います。国でも割と

オープンに出そうとされているデータもありますし、そういうふうに結構、断片的に持たれて

いるデータもあると思うのですね。ただ、集まってしまうと、うまく作れば、先ほどおっしゃ

ったようなデータベースが作れてしまうのですよね。多分、今でもやる気になればできると思

いますね。それを多分やらないだけなので。そこら辺はそういうものが出回ると困るのかなと

いう雰囲気も、そこ、なぜやらないのか良く分からない。やはり省庁の方にもインセンティブ

が働かないからかなという気もしないこともないと思います。おっしゃったことはごもっとも

なので、深掘り、多分、これは５回に向けてもう少し深掘りしていきますので、そこら辺は留

意して進めさせていただきたいと思います。 

 それから、相田先生から御説明がありました。これは強制ではなくて、もう少し使いやすい

ように間口を広げてあげましょうというか、使う障壁を下げてあげましょうという意味の制度

をどうすべきかという話で、少し先ほど申しましたように、個人情報保護法で匿名化された情

報であれば民間企業が自由に使えるというのも、その一つの仕組みだと思うのですね。ですか

ら、全ての人に対して強制的にこのデータを出しなさいということは全く考えてなくて、まさ

にその逆方向、緩める方向を考えているということです。 

○相田座長 じゃ、順番からいって、岩野さんから。 

○岩野構成員 一つ、このビジネスモデル・キャンバスというのはすごく分かりやすくて、産

業界も巻き込むのにいいチャートだと思うのですけれども。一つ、価値の考え方で、ここをＲ

＄となっているように、完全にＲＯＩを意識してやってますよね。そうすると、サービスプラ

ットフォームなり、そのサービスの社会への重要性を考えたときに、お金じゃない価値という

ものは国民は必ず考えているはずですよね。そこをやっぱり忘れないように、何が、我々、幸

せになりたいとか、何かあると思うのですよね。格差かもしれないですけれども。何かそうい

うところがこのビジネスモデル・キャンバスだけでやって落ちないようにしたいなというのが、

そこはどうでしょうか。 

○田中副座長 実はそれも思っていまして、もともとここは本当にお金の流れを書けという枠

なのですね。それをやると、まさにおっしゃったような状況になるので。といっても、今回は

価値という形で、お金ではなくて価値という言葉に変えているのですけれども、やはり変えて
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いる方が、民間企業中心なので、どうしてもコスト削減とか新製品提供とか売上げ増とかいう、

そういうお金の価値になってしまっているので、そこについては、いわゆる社会的な価値の部

分は次回までにもう少し盛り込んでいきたいと思います。 

○相田座長 では、西さん。 

○西構成員 コメントなのですけれども、 初の項目の１に関してです。何が共有データなの

かとか交換方法なのか等の細かい点には拘らずに、パッと見ていて、基盤の項目自身は非常に

良いものが出てきているな、まとめられたなと思ったのです。そして、お金にして回そうと思

ったときに、要は、リアルタイムでデータが共有される、伝達されるから金になる類のものと、

あと、やっぱり蓄積データで深い分析をやって、それがその価値を生み出すということがある

と思うのです。一般的にはやはりリアルタイム、しかも、それは物によると１秒以内でできれ

ば共有したい類のものも出てくると思うのですけれども、速くなればなるほど実際にそういう

インフラをつくり上げようとすると、お金もかかりますということもあると思うのです。 

 他方で、人はなぜそのサービスにお金払ってくれるかというのも、結構リアルタイム系の方

のものだとお金出してくれる傾向もあるので、何かここの項目で、サービスのところに時間の

概念を入れていただいてですね。要は、どういう使い方、時間軸上で見て、どれぐらい違うも

のに対してレベニューを生み出すかとかバリューを生み出すかというのを少し整理していただ

けると、民間の人たちはビジネスのつくり方としては非常にイメージしやすくなるのではない

かと思いました。 

○田中副座長） 分かりました。考慮させていただきます。 

○久間議員 価値については、民間の企業出身だから利益とかそういう方向で考えるのは当た

り前だと思います。 

 ただ、やはり価値というのは産業界にとって価値があるものと、それから社会にとって価値

があるものに分けられると思います。両方ありますよね。だから、それを正しく書いてほしい

のですね。それぞれのユースケースに対し、このユースケースは産業界中心でやるべきである

とか、あるいは、これは産業界は利益がでないため手をつけられないから、国とか地方自治体

が中心になってやるべきとか、そういう議論ができるので、正しく分けて書いてほしい。社会

的価値だけを考えなくても結構ですから。 

○相田座長 あと、先ほど、桑名さんから。 

○桑名構成員 今、ユースケースの議論がやられていますけれども、去年、総合戦略２０１５

で定めた１１のシステムがあって、それはそれで先行して進めるのはいいが、その上で今回、
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異なるシステム間での連携をどうやって進めていくのかということで、共通的な技術的課題で

すとか、いろんなルール含めてやらなければならないことを洗い出していこうとするものの、

それがなかなか出てこないので、ユースケースというものを考えて、そこから課題を抽出する

という手法をとっている、という理解をとっております。 

 その上で、今日の議論の中で、スマートグリッドの中にアーキテクチャがありました。それ

から、今回のこの会議においても、第１回目でＮＥＣさんから、リファレンスアーキテクチャ

の話がありました。アーキテクチャの話、全体的なリファレンスアーキテクチャというのは、

いつ、どういう形で、ぼわっとしたものでもいいのですけれども、関係者で共有し、システム

基盤技術の検討を進めるのでしょうか。私は、アーキテクチャがあって、その上でシステムが

構築されていくものと考えておりますので、それがどの段階で議論されていくのかというフェ

ーズ論でも結構なのですけれども、教えていただければと思います。 

○田中副座長 確かに、まだアーキテクチャまで至っていないというのが現状でして、とりあ

えず頑張ってここまで抽出してみましたということですね。ですから、具体的に第５回に向け

て、アーキテクチャまでいければいいのですけれども、少し時間的にも厳しいかなと思ってい

ますんで、１例でも２例でもいいですから、示せるものについては示していきたいかなと思い

ます。 

○相田座長 よろしゅうございますか。 

 はい、では。 

○新井構成員 先ほどの私の意見を、みなさんはたとえ話としてお受け取りになったかもしれ

ませんが、もう１個柱として、公的情報基盤というのを作ったらどうかと思うのですよ。だか

ら、公的情報というのはもう既にどこかで、紙とかで、いろんな形で集まっているわけで、そ

れが公開されたならばどういうメリットがあるかというのもほぼすぐ分かるような話で、そん

なにコストがかからないのだけれども、各省庁がそれでもインセンティブを感じないとか、社

会価値を感じないとかということであれば、ほかのものがうまくいくような気がしないので、

一番やりやすくて、一番お金がかからなくて、一番アーキテクチャもすぐ分かるという、 後

の一つの柱に公的情報基盤というのを是非立てていただきたいというふうに思うのですけれど

も、いかがでしょうか。 

○田中副座長 はい、それも含めて検討させていただきます。 

○相田座長 今日は省庁さんからもいろいろ御出席いただいていますけれども、何か今のにつ

いてコメントございますか。 
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○内閣府（松田） 今日ずっとお伺いしていまして、内閣府ＩＴ戦略室の松田でございます。 

 実は、ＩＴ戦略室では、これまでオープンデータという観点で、行政ですとか地方自治体が

持っているデータをまずデータ化すると。これがまだ大変なのですね。さらに、それを機械可

読式でちゃんとオープンにしていこうと、そういうルールを決めてきております。さらに、デ

ータドドガブということで、オープンにデータセットを用意して、それをオープンにできる、

そういう仕組みを作っております。 

 現在のところ、自治体で見ますと、１８０ぐらいの自治体がオープンデータに何らか取り組

んでいただけつつあるという状況なのですけれども、誰かおっしゃいましたけれども、インセ

ンティブなのですよね。自治体なら自治体、国とはまた違う方なので、どういうふうにオープ

ンを、データをオープンにするとどういうメリットがあるか、地域がどう活性化するか、ある

いは、新たなサービスが生まれるか、産業が振興されるかということを可視化してみせて、説

得していくという作業を今まさに遠藤ＣＩＯを中心に進めておりまして、それはそれでしっか

りやっていきたいと思いますし、今の基盤、我々のを作って運用しておりますので、それをし

っかり拡充して、更にＰＲをこういう場でもしていきたいと思っております。 

 それから、データ流通のための課題なのですけれども、現在、ＩＴ戦略本部のもとに、ＩＣ

Ｔ利活用制度整備検討会というのを設けていまして、こちらで今、データ流通を阻害するよう

な制度の見直しと、あるいは促進するための制度の創設ということをテーマに、まさに考えて

おります。 

 昨年９月に個人情報保護の改正、これもこちらの方でやったわけです。ＩＴ戦略本部がやっ

たわけですけれども、そこで匿名加工化情報という、情報を流通させやすい仕組み自体はつく

ったのですが、まだ施行はこれから後でございますけれども、今、実際にそのデータを流通さ

せるための課題をずっと洗い出しを、いろんな各者からヒアリングをしているところでござい

ます。聞いていると、いろんな人のデータは欲しいのだけど、自分が持っている、自分の会社

が持っているデータは出したくないというのが基本でございまして、データの流通をみんなで

やるといいよねということで、御理解いただけそうなのが医療関係ですとか健康関係ですとか、

そういった分野はまあまあある程度いけそうかなと思っているのですけれども、産業分野だと、

ここに自動車会社さんもいますけれども、プローブ情報も含め、東日本大震災みたいな、ああ

いう非常時・災害時のときの取決めはあったりしてもいいかもしれないけれども、日常的には、

これは顧客サービスで、まさに競争領域なので、出せないみたいな話があるのですね。 

 今まさにそこを解きほぐそうと思っておりまして、競争領域の中でも協調領域があって、ど
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ういった形でデータを出していただけるか。そのための仕組み、あるいは法律上の特例とか、

個人情報保護法でとか、いろんな規制がございますけれども、そういったものの特例も含めて

検討を進めつつあるところでございますので、是非、新井先生もいろいろ御指導いただければ

と思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。 

○相田座長 そこら辺の情報につきましては、是非、副座長の検討の方にインプットしていた

だければというふうに思います。 

 じゃ、高原さん。 

○高原構成員 私の方からは、今の御回答に対しても御指摘、質問と考えを１点ずつ。 

 まず、質問でいきますと、公的な情報についていくと、エストニアというＩＴ立国では大変

そういったものの利活用が進んでいるということを承知していますが、その辺りのところはど

のようにお考えになっていらっしゃいますかということと、もう１点、先ほどまさに御指摘い

ただいた、今後来るであろう南海トラフやそういうところに備えて、もう今からデータプラッ

トフォーム、あるいは、そういったことができるようなものを考えていくというのは、Ｓｏｃ

ｉｅｔｙ５．０に大変ふさわしいことだと思っています。 

 今は、実は競争領域だと思っている事柄が、海外ではすぐに協調領域になって、上書きされ

ていくということを承知していますので、そういったもののスピードについていきたいという

ふうに思っています。 

○内閣府（松田） まさに東日本大震災の際に、従来は競争だと、競争相手だと思った方々が

協調して、まさにプローブ情報なんかは、生きている道路がどこかってことを活用されたとい

う、そういう成功体験、我々持っているはずで、それを生かして、今、そういったことも含め、

災害時も含め、どういった対応できるかとかいうところは検討が必要だというふうに考えてお

ります。 

 あと、国際的に考えると、競争領域が協調領域にすぐ変わるという状況、まさにそうだと思

いますし、一方で、例えばアメリカなんかだと、データ流通の市場なんかがあります。日本で

もそういったことを志向して、一般の個人あるいはＩｏＴの情報をプラットフォーム的に、情

報が欲しい人、それと情報を出したい人をマッチングするような、そういった企業も現れてき

ておりますので、そういったところにもヒアリングをして、課題をしっかり探っていきたいと

いうふうに考えております。 

○桑名構成員 先ほどのデータの話があったのですけれども、第１回目の委員会で、政府が持

っているデータの一覧表をいただきました。その後、そのデータにアクセスいたしました。こ
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れまでアクセスしたことがなかったので、大変恐縮なのですけれども、拝見しまして、一つ気

付いたことは、データ分析の結果としてのデータになっているのが多いなと。それが、エクセ

ルとＰＤＦとで併記された形で出ている。結局、ＰＤＦで出すということは、結果としてまと

められたデータになっているということです。エクセルのデータがあったので少しは良かった

のですけれども、もう少し分析するために、つまり、使いたい側から見たときに使いやすいデ

ータの公開の形に、もう少し工夫するとできるのではないかと思います。 

○相田座長 先ほど、制度はできるだけあめの方でということありましたけれども、やはり

国・地方自治体が持っている公共データに関しては、もう少し強制的に出させるというような

ことを少し考える余地があるのかもしれません。 

 ほかにいかがでございましょうか。 

 それでは、少し時間も押しておりますので、 後の課題、議題の方にまいりたいと思います。 

 この検討会の主たる目的は、総合戦略２０１６に向けて、へのインプットということでござ

いますので、それに向けての論点整理ということで事務局の方で整理いただいていますので、

説明をお願いいたします。 

○事務局（布施田） 資料６でございます。 

 ここまで、先ほどの議題では共通基盤のことを様々な御意見いただきましたが、それはまた

後ほど追加して、充実させていただきたいと思いますが、これまでの会合の中で出た御意見を

少しまとめてみました。 

 めくっていただきまして１ページ目に、今回の委員会の議論の中の主なテーマといたしまし

て、この三つあったかなということでございます。インターフェースの標準化という固まりと、

あと、セキュリティの担保と個人情報保護を配慮したデータの利活用ということですね。あと、

新たなサービスの創出に向けた基盤を作っていくような推進体制と。この３つの観点から御意

見があったかと思ってございます。 

 一つずついきたいと思いますが、２ページ目でございます。 

 まず、標準化のところでございますが、もちろん標準化を推進すべきという御意見は全てで

ございました。 

 その中では、ソフトウエアがフレキシブルに、外の環境に適用していくと、そのようなソフ

トウエアの高度化というものも標準化とあわせて考えるべきだということと、ソフトウエアそ

のもの以上に、プログラムの一部までもオープン化すると。これが協調領域であれば、そうい

うものもオープン化していくということがございました。 
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 また、本日の標準化のお話でもございましたが、デジュール標準とともに、ここではデファ

クト標準とだけ書いていますが、デファクト、フォーラム標準、これらも重要でありまして、

何が何でも全て標準化していくというわけではないのですが、我が国の産業競争力の向上に重

要だと、先ほどのお話ですと、事業戦略に合っているというものについては、しっかり標準化

活動すべきですし、それを支援するということも必要ではないかという御議論はございました。 

 次、国際競争、国際貢献の観点でございますが、データの形式、交換の標準化については、

海外に様々な取組がございます。それをそのまま使うのか、一部使うのか、また別に日本が作

るのか。戦略的な発想に基づいて活用すべきということでございます。 

 あと、クローズとオープンを意識した標準化活動はすべきでありまして、国全体として一つ

の方向性を持てるような、我が国の関係者が一体となって取り組める機能、組織なのかもしれ

ませんが、そういうものをきちんと整備していく方向性が出てきたのではないかと思っていま

す。 

 続きまして、３ページ目でございます。 

 システム間協調連携をしていく仕組みということでございますが、本日の議論の中で出てき

てございましたが、企業間連携、システム間連携もそうでございますが、それを容易に可能に

するリファレンスモデル、これはやっぱり策定、共有していくことが必要ではないかというの

がございます。 

 その二つ下のポツでございますが、オープンアクセス、オープンな活用を促進するためのオ

ープンアーキテクチャプラットフォーム―オープンアーキテクチャなのかもしれませんが

―の構築が重要でないかと。リファレンスモデルとオープンアーキテクチャ、同じことを言

っているのか、また違うのかというのは、御議論いただきたいと思っております。 

 あと、その次、やはり中小企業、ベンチャー、多くのプレーヤーが参入しやすいように、ビ

ジネスコストの低減化というものが必要ですし、先進的なモデルについては、その実用化への

支援というものもこれまで以上に進めていくべきではないかというのがございます。 

 あと、企業連携につきましては、やはり利益相反しない企業がコンソーシアムを作っていく、

連携していくというようなこと、続いていける、エコシステムになるようにすることが重要で

あるという御意見がございました。 

 また、今お話がありましたが、防災・減災というような観点から協調するということはある

んではないかということでございます。 

 あと、データを収集する仕組みでございます。 
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 本日もデータをどうやって吐き出させるかという御議論ございましたが、やはりデータを提

供する側を配慮した、それはインセンティブなのか、金銭的なメリットなのか、いろいろある

と思いますが、データを提供する側を配慮したデータを収集する仕組みというものをもっと深

く考えていくべきではないかということでございます。 

 また、業界をまたいだデータ利用を促進するために、既存のシステムとのデータの共有化の

ためのオープンなＡＰＩと、これも作っていくべきではないかという御議論がございました。 

 あと、４ページ目にいきますと、セキュリティでございます。 

 本日、セキュリティの御説明はございましたが、やはり既存システムと新規システムの混在、

セキュリティレベルが違うということだと思いますが、そのような混在を想定したセキュリテ

ィ技術が必要ではないかということでございます。 

 あと、データの完全性が構築時・運用時に確認できて、すり替えられていないという真正性

も確認できる。今、ＳＩＰで取り組んでいる研究開発でございますが、その成果を様々なとこ

ろに 大限活用していくべきではないかという話でございます。 

 また、ＩｏＴのセキュリティの観点では、本日何度か言葉が出てきましたが、ブロックチェ

ーンという考え方をもっと進めていくべきではないかと。 

 運用監視の観点からいきますと、ＳＯＣ、特に業種ごとのＳＯＣ、更には業種間をまたぐＳ

ＯＣというものをしっかり作っていって、インシデントからの早期復旧を図るということが大

切ではないかということでございます。 

 また、トラストという御議論も本日幾つか出てきましたが、ＩｏＴ時代にふさわしいトラス

トの構築。ここで、暗号技術を使うという御議論があったんで、ここに書いてございますが、

トラストの構築というのが必要ではないかというのがございます。 

 あと、認証でございますが、現在、人や組織の認証というのはしっかりあるわけでございま

すが、物に対する認証、物そのものに対する認証というものも今後必要になってくるのではな

いかということでございます。 

 あと､個人情報保護。これ、パーソナルデータの利活用ということでございますが、先ほど

ＩＴ室から御説明がありましたとおり、昨年、個人情報保護法が改正されまして、一応、業界

団体の中ではある程度匿名化の技術とか仕組みとか、業界団体の中である程度作っていけばパ

ーソナルデータの利活用ができるという形になってございますが、そういう制度を更に使って

いくべきではないかという方向性を書いてございます。 

 後、５ページ目になります。 
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 このようなサービスを創出していく仕掛けづくり、推進体制ということでございますが、一

つ目は、やはり早く社会実装できるようなものについては民間企業の取組だと思いますが、そ

の民間企業の活動を支援していく制度、施策、取組が重要ではないかというのもございます。 

 あと、先ほど、実証の場が大切という言葉が今回幾つか出てございましたが、リアルな実証

もそうですし、テストベットというものも、取組も重要ではないかというのでございます。 

 また、様々な企業、特に競合関係にある企業が参加しやすい場の用意としまして、大学の設

備・機能を積極的に使うべきではないかというお話もございました。 

 あと､システムの連携、今後実際にやっていくという中において、本日もございましたが、

ＳＩＰの中でも様々な取組を内閣府の方でしてございます。インフラの管理ですとか防災シス

テムとか自動走行、様々な幾つかＳＩＰのプロジェクトあるわけですが、まずはそのＳＩＰの

プロジェクトを横断的に、データを連携させていくということをやっていくことが全体のプラ

ットフォームづくりに役に立つのではないかと。そういうことをしていくべきではないかとい

うことも書いてございます。 

 あと、共通基盤技術群、個別技術ということで、本日御紹介ありました人工知能、ビッグデ

ータ解析、ＩｏＴ、セキュリティというものも大切ではないかということで書いてございます。 

 一応ここまでの議論の中で、かなり様々な議論があったのですが、それをぐっとまとめてみ

ました。 終回、次回、 終回になりますが、そこに向けて、もう少し具体化ですとかしてい

きたいと思いますし、これは今後、総合戦略２０１６の中の要点になっていきます。総合戦略

になりますと、ここに書いてあるポツポツが、関係省庁の施策の中に落とし込んでいくような

形に持っていきたいというのが、今、事務局の考えでございます。 

 以上です。 

○相田座長 ありがとうございました。 

 ただいまも御説明ございましたように、次回に向けて論点整理ということで、基本的には資

料１にございましたような、これまでにいただいた御意見の中から集約してきたということか

と思いますけれども、是非もっとこういう観点を書いた方がいいというようなことについて、

御意見いただければというふうに思います。どこからでも結構ですので、いかがでございまし

ょうか。 

○佐々木構成員 ３ページ 後の行の表現なのですが、「オープンなＡＰＩ」というのは、新

たにいろいろな業種とかいろいろなデータを利活用するために作るというイメージで読み取れ

ばいいのか、それとも、個々の既存で持っているものを一般のデータアクセス、再利用するた
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めにＡＰＩを公開、オープンにするとか公開するという表現の、どっちのスタンスを読み取れ

ばいいのかなという確認です。 

 私としては、現在既存のシステムとか、既に存在しているデータにアクセスすることができ

るようにＡＰＩを公開するという方が、いろいろな硬いＡＰＩを全て網羅して議論して作ると

いうよりも、実用的に実効性も早いような気がする。 

○事務局（布施田） そうですね、ここではこの文字どおり、議論の中で、たしか共通基盤Ａ

ＰＩとか共通ＡＰＩという言葉が出てきたもんでこの表現にしましたが、確かに御指摘のとお

り、既存のＡＰＩをオープンにしていくという考え方もあると思いますので、それも含めてい

きたいと思います。 

○相田座長 ただいまの件につき、何か御異論の方とかいらっしゃいますか。 

 多分、まず既存のものがあるのだったらオープンにするとして、それではまだ機能不足だと

いうようなことがあれば、よりいいものにリファインしていくというような、もしかすると２

段階というようなことを考えるべきなのかもしれないなと、今お話を伺って思いました。 

 では。 

○桑名構成員 よろしいですか。全体的な話で１点、コメントがございます。 

 これまでの議論でインターフェースの標準化ですとかルールづくりですとか、いろんな観点

が整理されてきたんじゃないかと思います。一方で、本日、例えば人工知能に関する３省連携

の話もございました。さらには、今日もセキュリティの中も、例えばリスクにおけるＩｏＴセ

キュリティとＳＩＰとの中で検討されているセキュリティ、サイバーセキュリティの連携とい

うのも今日も出てまいりました。これらは総合戦略２０１６の中で検討されているセキュリテ

ィも当然のごとく絡んでくる話であろうと思っています。 

 過去においても、ＩＴ本部とＣＳＴＩの中で連携された事例もあると聞いております。例え

ば、官民ＩＴＳ構想ロードマップとＳＩＰの自動走行が連携して動いてきたというのも聞いて

おります。となると、この標準、インターフェースの話ですとか、ルールづくりですとか、あ

とデータ連携、セキュリティ、これは是非柔軟な連携、ならびに整合というものを勘案した政

策推進というものを進めていただきたいなというふうに考えております。よろしくお願いしま

す。 

○相田座長 久間さんの方から何かございますか。 

○久間議員 我々内閣府の存在価値の一番重要なところが今おっしゃったところですので、

我々はしっかりと進めていきますから、今後ともご意見よろしくお願いします。 
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○相田座長 では、新井先生。 

○新井構成員 しつこくて申し訳ありませんが、公的機関が率先して付加価値の高い機械可読

データを公開し、Ｓｏｃｉｅｔｙ５．０の模範となるというのを、是非一文入れていただきた

いと存じます。よろしくお願いします。 

○相田座長 ほかにいかがでございましょうか。では……はい。 

○小川構成員 私も少しだけ追加しますと、先ほど来、前回も前々回もそうですが、今日もリ

ファレンスモデルって出てまいりますね。これがないといけないという。せめて三大総合戦略

のエネルギー、ものづくり、自動運転。エネルギーはたしかあるとお聞きしました、どなたか

が報告なさいましたので。ものづくりと自動運転について、これをお書きになってはどうでし

ょうかという御提案でございます。 

○事務局（布施田） 先ほどの共通基盤の議論でもありましたが、深掘りをもう少ししていき

ますので、その中でリファレンスモデルというものがまとまってくれば、それを入れていきた

いというふうに考えてございます。 

○相田座長 じゃ、岩野さんの方から。 

○岩野構成員 もう一つ、やっぱり社会の受容性ということ考えると、社会のサービスプラッ

トフォームやＩＴに対する理解の促進て大事だと思うのです。そういう意味では、単なるＩＴ

のリテラシーだけではなく、コンピューテーショナル・シンキングと言われていますけれども、

アーキテクチャとか、仮想化とか、モジュール化とインテグレーション、それが社会の津々

浦々に出てくるということを、やっぱり国のイニシアティブとして教育とか何か、ＣＩＯも含

めて、そういう運動をやるのがいいんじゃないかと。 

 アメリカでも、コンピューターサイエンス・フォー・オールというイニシアティブも起きて

います。そういう意味では、ここの特に新たなサービスを創出に向けた推進体制で、そういう

ことをやることが必須になってくるんではないかと考えます。 

○西構成員 項目がセキュリティのところに区分されている個人情報の観点のところについて

です。今記載されているのは、匿名加工情報をどううまく使ってやっていきますかというとこ

ろを進めるべきじゃないかと書かれているように理解したのですけれども、そうではなくて、

匿名ではない側が課題ではないかと思う次第です。簡単に言うと、今まだ足りていないなと思

っているのは匿名ではなくて、個人が特定できるのだけど、例えば個人の位置情報だとすると、

何か災害が起こったところで、どこの時点で切り替えるかが難しいわけですが、ある時点では、

ここに被災した人たちで誰がいるのかを、ある種の公開情報として個人を特定できることが大
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事になると思うのです。平時は匿名であって、匿名加工情報の利活用の方の話は進めていけば

良いと思うのですけれども、まだうまく社会の受容性と合わさったところで解きほぐせていな

いのが、個人情報そのものなのだけれども、ある条件下では使ってもいいですねという課題で

はないでしょうか。 

 例えば、前回ご紹介頂いたお話に、自動車のドライブレコーダーがあります。事故が起こっ

たときの映像があるので、そこで救護等を何かやろうと思うと、そのカメラデータが使える方

が良いわけです。 

 即ち、その状況次第によって個人データがどう利活用できるかというのが変わっていく部分

のところに関して、更なる検討をしていくことが社会価値を生み出すと思っているのです。少

しそういったことも御検討いただけると良いのではないかなと思う次第です。 

○相田座長 ありがとうございます。 

 ほかにいかがでございましょうか。 

 じゃ、島田さん。 

○島田構成員 基本的なことも申し上げてよろしいようなので申し上げますと、データの活用

というものについて、社会や個人や産業が幸せになるためにデータを活用するのだという基本

思想をどこかで述べた方がいいのかと思っています。すなわち、逆に言えば、社会や個人や産

業が不幸せになるような使い方を制限するという、裏返せばそういうことになるんで、少し思

想的な面なのですけれども、どこかにあった方がいいと思いました。 

○相田座長 ありがとうございます。 

 ほかにはいかがでございましょうか。 

 こちらにつきましても何か、列席されている省庁さんの方とかで御意見ございましたら。 

○松原構成員 いいですか。 後、 後が共通基盤で、人工知能やビッグデータ解析って、今

日御説明があった文科省のプロジェクトのテーマそのものなので、あれへの応援演説だと思っ

て読み、それはいいと思うのですけれども、少し当然といえば当然なのですよね、これは。も

う少しだから踏み込んで、例えばこういうプラットフォーム、研究成果として出てくるプラッ

トフォーム、もちろん知財も絡むと思いますけれども、一種オープン化。Ｇｏｏｇｌｅとかが

今いち早くＡＩのプラットフォームをオープン化してイニシアティブをとろうとしているとこ

ろはあるので、やっぱり戦略してはそういうところを狙うとか。あと、研究データ、機械学習

のデータも大体、標準データというのは大体アメリカ産だったりヨーロッパ産だったりして、

日本がそういうところも遅れているので、こういうプロジェクトの中でそういう標準データの、
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だから、データの標準化みたいなのですね。そういうプロダクトを出すみたいな話まで書ける

といいのかなというふうに思いました。 

 以上です。 

○事務局（布施田） 正しくこの 後のところは、本日御議論いただきましたし、今、先生か

ら御意見もいただいて、もう少し充実を図っていきたいと思いますし、また、文科省さんとも

調整させていただきたいと思います。 

○相田座長 ほかにいかがでございましょうか。 

○高原構成員 そういう意味では、今、私たちが議論している基盤技術、Ｓｏｃｉｅｔｙ５．

０を支える基盤技術そのものの知能化ということも視野に入れていく必要がある。そういうも

う時代に来ているのかなというふうに感じています。自動運転とかは、もう既に基盤の方も知

能化というところまで来ていこうとしています。 

 以上です。 

○相田座長 ありがとうございます。 

 ほかによろしゅうございますでしょうか。 

○田中構成員 この会はシステム連携というのを取り扱う会ということは十分分かっているの

ですが、その大前提にあるのは、産業競争力的に考えますと、ビジネスモデルやユースケース

のデザインで勝つという、まずそこで勝たなきゃというところがあると思うのです。そこは今

度、どこかの章で書かれることになっているんでしょうか。 

○相田座長 これは……。 

○事務局（布施田） 正しくシステム連携の、それを促進するための基盤、その課題は何かと

いうのを本当中心にしてやっています。 

 ただ、おっしゃるとおり、大前提は、もう本当の大前提を言ってしまえば国益強化でありま

すし、それにつながるのは皆様方の産業力の強化も大きな部分を占めてございますので、産業

競争力強化を前提にした、これらの全部課題の取組だと思っています。標準化も、産業競争力

強化のための標準化ですし、セキュリティ含めても、全てがそうなると思います。それ、大前

提になっております。 

 総合戦略の中で具体的にどう書くかというのは、これから総合戦略全体の立て付けの中での

話だと思いますが、今の点は十分認識して取り組んでいきたいと思ってございます。 

○久間議員 この委員会の目的というのは、システム間の連携と、それから共通基盤技術です

よね。それで、このシステム間の連携のいいイグザンプルを作りたいということでユースケー



- 47 - 

スを検討したわけです。総合戦略の中には、このユースケースに基づく内容を幾つか書いてい

きたいと。 

 そうした時に、今日の図では各省庁は何を出していいか分からないと思います。ユースケー

ス全体を考える省庁が出てくれば一番いいのですけどね。出てこないときは、ＣＳＴＩが中心

になって全体を見ようと。そのときに、この部分的な固まりといいますか、サブシステムの連

携とか高度化、こういった施策を各省庁から出してもらいたいわけですね。だから、どういう

サブシステムなり、あるいはコンポーネントを出してもらうかというのが分かりやすくなるよ

うに、もう一段ブレークダウンしないと、各省庁が何出していいか分からないと思うのですね。

その辺が次の作業だというふうに思います。 

○相田座長 よろしゅうございますでしょうか。 

 今もありました今後ということでいいますと、今回の検討会のメーンのアウトプットは総合

戦略２０１６というところで、そこまでにどれだけ書けるかということなのですけれども、今

回も事務局に確認したところ、この検討会の任期は丸１年あるらしいのですが、今回は１月に

入ってからばたばたばたっとやってここまでで、この後、総合戦略２０１６が書かれて、それ

に対して各省庁さんからプロジェクトが上がってきて、それがどうかというヒアリング等をさ

せていただきますけれども、先ほどもありましたアーキテクチャはどうあるべきとかいうよう

な、そういうようなことで、もしかしたら、せっかく１年間任期はあるということでもって、

省庁さんから出てきたものを見てからになるかもしれませんけれども、やっぱりもっと根本の

ところが、こうやらなきゃ駄目だよということであれば引き続き、それ、どういう形でやるか

というのもまだ全然御相談もしていないのですけれども、来年の今の時期を待つことなく、少

し検討する場を設けさせていただければというようなことも少し考えているし。まだ全然御相

談差し上げていないので。 

○久間議員 全く同じ考えでしてね。これはもうとにかく５年間の、要するに第２章というの

は、基本計画第２章は５年間の計画ですよね。ですからこの数カ月のディスカッションで全て

５年間通そうなんていう気持ちは毛頭なくて、ずっと議論し続けるわけですね。 

 そして今年の基本計画の策定から総合戦略の策定までの限られた時間の中でも少しでも検討

を進める必要があるということで、幾つかのユースケースで今年は議論して、それでスタート

したいということです。 

 ですから、引き続き、先生は忙しくお願いします。皆さんもよろしくお願いします。 

○事務局（布施田） 多分、私の 初の説明のときにもう少し、これを作った後どうなってい
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くかという、毎年のプロセスをもう少し御紹介したら良かったのかもしれませんが、もう一度

繰り返しになりますが、ここで書いたものが総合戦略という、５月、６月に作っていく、今年

これをやっていきますと、来年度の予算要求ではこういうものが中心になりますという戦略を

書くわけですけれども、そこの中に入っていくことになります。 

 今回の論点にひもづいたところで各省施策が何か出てくれば、継続の案件もありますし、新

規に取り組むものもある。そのときに、各省が新規に取り組むときに、一応こういう観点をし

っかり入れ込んでほしいということでございます。 

 今回は、この標準化のところが幾つかございますが、標準化でいえば、各省が標準化に取り

組んでいるプログラムだったりとか施策がある中で、リファレンスモデルをしっかり作ってこ

うとか、そういうことをしっかり意識して施策を作っていただきたいと。そういうものを導く

ためのこういう総合戦略になっていきたいと思っております。ですので、セキュリティのこと

についても、各省、セキュリティの施策がいろいろ出てきますが、そのときにも、やはりこう

いう基盤の考え方に沿ったセキュリティになっているかどうかというものを、今後、各省さん

には作っていっていただきたいというふうになります。ですので、ユースケースの方で、この

ユースケースという御議論もありますし、それが出やすいための標準化、セキュリティなどで

すね、こういう個々の各省施策も総合戦略でしっかり導いていきたいということが事務局の思

いでございます。以上です。 

○相田座長 ほか、よろしゅうございますか。 

 それで、本日、大分御意見いただきましたけれども、恐らく特にこの論点整理につきまして

は、お帰りになりましてからお気付きになる点等あるのではないかと思いますので、是非、そ

ういうものがございましたら、今週中くらいですか、少し厳しいでしょうかね、事務局の方ま

で御意見いただければというふうに思います。 

 じゃ、少し今後の予定等につきまして、事務局の方から御説明をお願いいたします。 

○事務局（布施田） 本日は活発な御議論をありがとうございました。 

 次回のスケジュールでございますが、紙でお配りしてございますが、次回は３月２５日金曜

日、１０時から１２時を予定してございます。場所はこちらの４号館１１階、このお部屋でご

ざいます。 

 また今後、 終、一応今年度 終回を予定してございまして、特に論点整理の部分など、今

後、事務局の方から各先生方々に問合せをさせていただくことがあると思いますが、その際に

はよろしくお願いいたします。 
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 あと、机上配布資料はそのまま置いてお帰りいただきますよう、お願いいたします。 

 以上でございます。 

○相田座長 ということですので、年度内は次回が 後でございますけれども、少しそういう

ことで、このまままた途切れてしまうのはもったいないということで、今後の進め方について、

また事務局の方と御相談させていただければと思っておりますので、引き続きよろしくお願い

いたします。 

 ほかにございませんでしょうか。 

 ございませんようでしたら、本日はこれで閉会させていただきます。どうもありがとうござ

いました。 

 

 


